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自動車総連の政策・制度課題への取り組み
私たちが将来にわたって安心して暮らし働いていくことのできる社会を築くために

は、賃金・一時金等労働条件の向上といった企業労使の話し合いによって解決する取

り組みとともに、産業政策や社会保障制度などの政策・制度課題の解決に向けた活

動が必要です。

自動車総連は、こうした政策・制度課題の解決に向けて政策集「明日への提言」をま

とめ、2年に一度見直しを行ってきましたが、2019年の発行を1年間延期し、連合政

策との接続性や自動車産業が直面している100年に一度の大変革期に対応するため

に、労連と連携を図りながら議論を積み重ねてきました。

政策実現に向けては、連合や金属労協（JCM）をはじめ、顧問・組織内議員、「自動車産

業の未来を考える会」議員連盟と連携しながら政府、国民民主党や関係省庁等への働

きかけを行っていきます。

また、自動車総連の地方協議会においても、地方連合会活動への参画や地方行政への

働きかけを行うことで、全国的な政策実現活動を展開しています。政策の内容や取り

組みの意義を、組合員一人ひとりまで理解浸透を図ることで、より一体感のある活動

につなげていきたいと考えています。

具体的には、「組織内議員研修会」や「政策推進コンベンション（地協）」などの機会を

活用し、組織内地方議員、労連、地協が、それぞれ政府や地方行政、国会の動きや上外

部団体の活動と連動した年間を通じた取り組みを実行します。

全国地協議長会議においては、これまで以上に政策分野の取り組みを充実させ、年間

サイクルにおける課題や今後の取り組みを確認、共有する場とし、自動車総連地方協

議会の政策実現力の向上につなげます。

政策研修会（労連）、政策懇談会（地協）については、これまで通り通年での開催とし、

幅広い政策について理解を深め、それぞれの職場や、組合員一人ひとりへの理解浸透

に向けた機会とします。

自動車総連は、政策集「明日への提言」に基づき、引き続き、政策実現に向けて組織一

体となった活動を推進していきます。

政策実現に向けて

はじめに
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「明日への提言2020年版」政策の分類について

重点政策

一般政策

自動車産業や組合員の雇用・生活に深く関わる政策
であり、自動車総連の政策を有し、関係方面に対して
直接働きかけを行い、ここ数年で特に重点的な取り
組みが必要な政策（「明日への提言」に記載）

連合や金属労協の政策をベースに必要に応じて自動
車総連としても意見提言・問題提起を行う政策
（「明日への提言」に未記載のため「連合政策集」をご確認ください）

重点政策 明日への
提言

一般政策 連合/JCM
政策

活動領域のイメージ

産業構造の
転換を見据えた

政策

働き方改善に資する政策
安心・安定した雇用環境を担保するための政策

社会保障と税の一体改革／一般税制

付加価値の
最適循環に
向けた政策

道路・交通政策／
自動車関係諸税

2020年版の項目イメージ

産業政策

働く者の
政策

生活者の
政策

自動車関係
政策
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自動車産業は、資材調達・製造をはじめ販売・整備、運送や利用者向け各種サービスな

ど様々な関連業種により構成されるすそ野の広い産業であり、日本の全就業人口のお

よそ1割にあたる546万人の雇用を抱え、日本経済、地域経済をも支えています。加え

て、自動車の輸出総額は約17兆円にのぼり、輸出総額の2割を超えるなど、我が国を牽

引する基幹産業です。

現下の新型コロナウイルス感染症の影響等により日本経済全体が落ち込む中、国内産

業でもトップレベルの生産波及効果（2.5倍）を誇る自動車産業が中心となり経済活動

を行うことで、安定的な雇用を創出し、日本経済の早期回復を担う責務があると考え

ています。

自動車産業の位置づけと責務

2019年10月の消費税率の引き上げ以降、国民の消費マインドは回復していない状況

が続いています。加えて、新型コロナウイルス感染症拡大による世界経済の後退が、貿

易輸出に大きな打撃を与えています。まさに、日本経済の持続的成長に向けて正念場

を迎えている状況です。

日本経済の状況

2019年度における国内四輪車新車販売台数は3年連続で500万台超えとなったもの

の、2019年10月の消費税率引き上げ以降の販売台数は下振れが続いています。同様

に、国内二輪車販売台数も下振れが続いており2019年度は36.2万台でした。今回の

新型コロナウイルス感染症の影響も加わり、輸出向け・海外生産、いずれも落ち込みが

激しく、先行きの不透明感が増しています。

自動車産業の状況

政策集「明日への提言」は基本2年に一度見直しを行っていますが、2020年1月より世

界的に感染拡大をした新型コロナウイルス感染症により、世界経済や日本経済、産業

への影響が不透明なことや、感染拡大防止に向けた「新しい生活様式」が提唱される

など、私たちの日常生活のあり方を含め、世の中全体が大きな転換期を迎えているこ

とから、状況の変化に対応できるよう労連と連携し、本政策集発行後についても柔軟

な対応を図ってまいります。

政策集「明日への提言」2020年版発行にあたり
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自動車関係政策Ⅱ
1 道路交通政策 P.37

2 自動車関係諸税 P.52

働く者の政策Ⅲ
1 働き方改善に資する政策 P.56

2 安心・安定した雇用環境を担保するための政策 P.59

生活者の政策Ⅳ
1 社会保障と税の一体改革 P.61

2 一般税制 P.65

産業政策Ⅰ
1 産業構造の転換を見据えた政策 P.06

2 付加価値の最適循環に向けた政策 P.25

3 業種別課題解決に向けた政策 P.31

地協政策Ⅴ P.70

目 次

連合政策集は、こちらからご覧になれます
（2020〜2021年度　政策・制度　要求と提言）
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産業政策Ⅰ
1 産業構造の転換を見据えた政策

基本認識
自動車産業は、車両生産・部品製造・輸送・販売など各分野にわたる、全国に及ぶ広域な関連産業で成り

立つ総合産業であり、自動車産業には、全就業人口のおよそ1割にあたる546万人の労働者が直接・間接

に従事している。日本の基幹産業である自動車産業が健全に発展し、雇用を維持・創出していくためには

国内生産1,000万台を安定して維持していく必要があるが、2009年以降は下回っている。

自動車製造で使用される多種多様な材料、部品の中には外国製のものも多数含まれており、膨大な設備

投資や研究開発費の投入など、その動向は経済のバロメーターとして重視されている。

リーマンショック以降、持ち直すかのように見えた世界経済市場は、中国経済の失速や、その影響を大き

く受けた新興国市場の低迷に加えて、英国のEUからの離脱や、米国の大統領による保護主義的な政策へ

の転換により、不確実性と不透明感が継続している。国内は生産回帰も一部に見られるが、為替の影響回

避やグローバル調達、現地供給体制の考え方などにより、国内事業基盤の空洞化が顕著である。さらには

新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞の影響を受け、これまで以上に雇用問題の発生が

危惧される状況にある。

中長期的に見れば、日本企業においてもアジアを中心とした地域における競争が激化し、生産拠点の海

外展開が活発化している。今後は、労働力人口の減少に加え、若年者の「ものづくり」離れ、熟練技術・技能

者の高齢化、人材・技術の海外流出の問題が顕在化するなど、これまで蓄積してきた日本の「ものづくり」

技術・技能の継承・育成が極めて困難な状況になっていくことが予想される。

併せて、生産現場のみならず技術開発、ソフトウェア開発などの研究開発分野の競争力維持も大きな課

題となってくる。そのため、各国との技術競争において、日本の技術的リードを確保するためにも、国際的

な標準化と研究・開発段階での産業内およびプラットフォーマーとの協調領域策定の主導的役割を握る

必要がある。

採用難や定着度の低さなど、人材不足は処遇の悪さだけが課題ではない。労働諸条件や休日、福利厚生

の魅力不足であり、今後はより一層そうした傾向が強くなることが予想される。

中小企業政策は、働く者を中心とした雇用政策と不可分にある。特徴的な技術を有している、または、技術

開発に努力しているが経営資源が不足している中小企業に対し、生産性向上のための設備投資や技術開

発、イノベーションの加速・ICT（情報通信技術、Information and Communication Technology）の

集中的導入、保有技術の保護、公正な取引慣行の確立など、その経営力の強化につながる支援策強化が

求められている。
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産業構造変化への対応具体的
政策項目

次世代自動車開発および普及に向けた対応具体的
政策項目

情勢認識

近年の日本人口の年齢構造を見ると、年少人口(15歳未満)の減少と老年人口(65歳以上)の増加が著
しく、少子高齢化が急速に進んでいる。2019年の労働力人口は6,886万人、このうち15～64歳の者は
5,980万人、65歳以上の者は907万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.2％と
上昇しており、全体的な労働力人口減少を、女性や高齢者の社会進出が補っている状態である。
このような状況の中で、多様な人材の確保は必須となっており、その確保のためには、自動車産業が就業
先として選ばれる、魅力ある産業である必要がある。
多様な人材確保に向けては、女性や高齢者等さまざまな働く人にとって作業や業務が楽になる技術の導
入など、働きやすい労働環境や処遇を改善していくことが大事な視点となっている。

情勢認識

国内企業の次世代自動車開発の取り組みに対し、国際的な競争条件を確保するために国内事業基盤の
さらなる強化へつながる取り組みが必要不可欠であり、国と企業が一体となって進めていく必要がある。

問題意識

●  多様な人材を確保するための、働きやすい労働環境・処遇の改善などを後押しする政策が必要である。

問題意識

●  第4次産業革命を前向きに捉え、積極的に対応していく必要がある。

●  CASEの進展に応じた国際的な標準化、協調領域策定の主導的役割を担う必要がある。

●  社会のニーズとマッチし、産業が発展する技術の積極的な普及に取り組まなければならない。

●  中小企業の第4次産業革命、CASE等への投資に対しての政策的支援の必要性がある。

提 言

●  職場においてAIやIoT等を活用した、さらなる自動化等を進めることにより、人手不足に対
応する。

●  女性、高齢者などにとって作業や業務が楽になる技術を普及させ、企業もそれを導入しやすく
なる助成金の創設や税優遇など、インセンティブな政策を求めていく。
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提 言

●  試験研究費や設備投資額を指標とした国内立地企業の法人税・固定資産税をより下げる等
の優遇を求める。

●  自動走行システムを前提とした場合の交通環境インフラ、例えば外界認識センサーの検出性
向上となる路面や白線、信号機、標識などの国際標準を踏まえた研究開発等の普及を求める。

●  走行区分（専用レーン）や速度規制の緩和を求める。

●  インフラ整備の推進など国内事業基盤のさらなる強化へつながる支援を求める。

●  自動運転レベルに応じたドライバーシステムの責任区分や道路交通法および道路運送車両法
などの法整備を求める。

●  保険制度（割引）や自動車税の見直しなど、自動運転技術の普及促進につながる施策を求める。

●  小型モビリティの高性能化・安全性・利便性向上により、高齢者利用や公共交通機関がない
地域などで、その需要が高まれば自動車産業の発展にもつながる。そのための研究開発投資
等への優遇策などを求める。

●  中小企業に対しては、第4次産業革命、CASE等への投資に対し政策的支援を求める。

●  次世代自動車の開発には、既存企業以外にも様々な企業が参入してくると考えられるた
め、ベンチャー企業の育成も必要であり、起業に対する支援策についても政府への対応を
求める。

CASEは４つの用語の頭文字を合わせたもの。Connected（コネクテッド=つながる）、
Autonomous（オートノマス=自動運転）、Shared（シェアード・アンド・サービス=共同所有）、
Electric（エレクトリック=電動化）。

■ ＣＡＳＥ（ケース）

Mobility as a Service（サービスとしての移動）の頭文字。出発地から目的地までの移動ニーズ
に対して最適な移動手段をシームレスに提供する等、移動を単なる手段としてではなく、利用者に
とっての一元的なサービスとして捉える概念。スマートフォンアプリ等を用いて、出発地から目的
地までの移動手段の検索・予約・決済を一括して行えるサービス等が典型的。

■ MａａＳ(マース)

KEY WORD ／　 DATA
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世界一安全で円滑な道路交通社会に向けて具体的
政策項目

国際的な競争力維持に向けた対応具体的
政策項目

情勢認識

政府は「官民ITS構想・ロードマップ2019」の中で、自動走行システムを中心とし2030年に「世界一安全
で円滑な道路交通社会」の実現を目標としている。

情勢認識

100年に一度の大変革期の中、次世代自動車開発関連については、各国との技術競争において日本の技
術的リードを確保するために、戦略的な国際標準化の活動や強固な連携が求められている。

問題意識

●  2030年目標としている「世界一安全で円滑な道路交通社会」の実現に向けて、民間企業が積極的に取
り組めるよう、自動運転技術の普及に関する各種指標の具体的な数値目標が必要である。

問題意識

●  国際的標準化の主導的役割を握る必要性がある。

提 言

●  自動走行システムなどの次世代技術の開発には産官学の連携も重要であり、研究機関に対す
る開発支援を行うことはもちろんのこと国内産業が活用しやすいように、その成果の公開を
求める。

●  自動運転分野の企業投資を促し、日本が自動運転のデファクトスタンダードを外さないため
にも、パートナーシップ国への働きかけや、連携強化を図り、戦略的に技術開発を進められる
体制を強固なものにする。

●  官民ITS構想・ロードマップ等における、自動運転技術の普及に関する具体的な各種指標（生
産台数や販売台数等）を明確にするように求めていく。

提 言

●  CASEそれぞれの進展に応じた国際的な標準化と研究・開発段階での産業内およびプラット
フォーマーとの協調領域策定の主導的役割を政府に求める。

●  次世代自動車開発関連の政策については、政府は自動車産業と密接な連携を取ることを求める。
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自動運転社会やSociety5.0に向けた対応具体的
政策項目

情勢認識

自動運転社会やSociety5.0について、生活や働き方にプラスになるよう積極的に取り入れていく必要が
あると前向きに捉えるが、産業構造の変化は雇用・処遇に対しても影響を与えることが想定されることか
ら、その影響を最小限に抑えるためには「公正な移行」が求められている。

問題意識

●  安心・安全を基軸に一定程度の規制やセーフティネットを設け「公正な移行」の実現が必要である。

提 言

●  技術革新により必要となってくる新たな職業能力や資格のための訓練プログラムを、政労使
を中心とした国レベルでの審議体で策定した上で、受講者各人に対して適切な形で提供する。

（継続的職業教育訓練政策）

●  勤務する企業が統合されるなど、その職場の存続が危ぶまれる事態となった場合は、従前と
同等の労働や処遇での同企業内での異動を基本としつつ、産業内における職の移動が可能と
なる公的機関によるシステムの構築（就労までのサポートや必要な教育等）を求めていく。

●  上記内容を推進する上では、労働のマッチングによる人手不足解消にもつなげられるものとする。

日本政府が「第5期科学技術基本計画」で打ち出したインターネット、人工知能（AI）、ロボット技
術などを高度に組み合わせた社会（超スマート社会）・経済変革の考え方で、産業の生産性向上
や新産業創出と、少子高齢化などの社会課題解決の両立を目的としている。超スマート社会とは

「必要なもの・サービスを必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにき
め細やかに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といっ
た様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」。

■ Society（ソサエティー）5.0

「地球温暖化対策や新たな技術革新による産業構造の変化等により、雇用の喪失や労働条件の
著しい低下が生じる、または生じうる可能性が高い場合に際して、労働移動を含む産業・労働者
が不利益にならないよう支援する。」との考え方を指す。

■ 公正な移行（Just Transition）

KEY WORD ／　 DATA
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「成長戦略実行計画」への対応具体的
政策項目

特許の戦略的な取得と
知的財産権の行使徹底への対応

具体的
政策項目

情勢認識

政府は新規産業・雇用を創出するために、「成長戦略実行計画」に取り組んでいる。

情勢認識

100年に一度の大変革期と言われている自動車産業では、企業の統廃合や事業再編の可能性もあること、
また、電気自動車や自動運転車を新たに開発・製造しようと他産業やベンチャー企業が参入を試みるなど、
これまで以上に海外や他産業に人材・技術が流出する可能性が高まっている。そのため企業には、金銭的報
酬のみならず労働環境の充実や、ワーク・ライフ・バランスの実現、スキルやキャリア形成、モチベーションを
維持・向上できうるサポートなど総合的にバランスの良い労働条件や人間関係が求められている。

問題意識

●  我が国の経済を支える人的資本の強化が必要である。

●  企業の設備投資や研究開発への集中投資が必要である。

問題意識

●  知的財産の有効活用が求められている。

●  海外や他産業への人材・技術の流失の可能性が増大している。

提 言

●  国民生活にとって将来にわたり特に発展が求められる新技術開発分野（情報通信、住宅、環
境、電池、省・新エネ、福祉・医療、ナノテクノロジー等）において、人材育成、技術開発、規制改
革、予算・税制措置など官民の資源を集中投資することを求める。

●  「成長戦略実行計画」の具体的取り組みに関しては、自動車総連は連合と連携し、是々非々の
姿勢で臨むことを求める。
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国内事業の維持・強化に向けた
税への対応

具体的
政策項目

情勢認識

国際的な競争条件を確保するためには、国内立地企業の法人税、固定資産税を試験研究費や設備投資額
を指標として、より下げる等の優遇措置が必要である。

問題意識

●  国内事業基盤の維持・強化と国内立地の確保が必要である。
●  海外メーカーとの公正な競争条件を確保すべきである。
●  GAFAに対応しうる日本企業となるためには、研究開発投資を維持・拡大することにより、成長力・国

際競争力を強化することが求められている。

提 言

●  知的財産・標準化戦略に基づき知的財産を有効活用し、技術立国としての地位確立を図ると
ともに、特許の戦略的な取得と知的財産権の行使を徹底する。

●  海外や他産業に人材・技術が流出することを防止するため、労働条件や働く環境の整備など
を後押しする政策を求める。

提 言

●  国内事業基盤の維持・強化と国内立地の確保、および海外メーカーとの公正な競争条件確保
の両面から法人税の実効税率の確実な引き下げを求める。また、中小企業への特別な税制優
遇措置も求める。

●  法人税の租税特別措置は、政策手段として適切か、不断の見直しを求める。

●  グローバル展開の基となる生産拠点として国内に残すべきマザー機能の維持・強化に向け、
競争力の源泉である研究開発費や設備投資を促す環境整備やインフラの整備等に加え、優れ
た技術がビジネスにつながるような規制の合理化・整備の推進を求める。

●  研究開発費の税額控除に加え、法人税率の引き下げにつながる政策支援を求める。

●  法定雇用率を上回って障がい者を雇用する企業、重度障がい者等を多数雇用している企業に
対して都道府県が課す法人事業税を減税することを求める。

●  公益法人や宗教法人等については、公益事業と収益事業を厳格に区分し、収益事業に対する
適正な課税を行う。
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問題意識

●  各経済連携協定の交渉の際には以下の点に留意し、真の国益が最大限発揮されるよう推進を求めな
ければならない。

国際競争力強化に向け、
高いレベルの経済連携の推進への対応

具体的
政策項目

情勢認識

雇用の維持・創出を図るため、輸出を通じて世界の需要を日本に取り込むとともに、関税撤廃や貿易円滑
化、知的財産権保護など企業の国際競争力を高めていく必要がある。そのためには、諸外国の動きに遅れ
ることなく、広範な国・地域に適用される高いレベルの経済連携の推進が求められる。
また、政府の「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき、2020年FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）
構築に向けた交渉の推進と併せて、日中韓FTAをはじめとするFTA（自由貿易協定）/EPA（経済連携協
定）、さらにはRCEP（東アジア地域包括的経済連携）、EUとのEIA（経済統合協定）などの経済連携の構
築についても並行して多角的に取り組む必要がある。

提 言

●  日本の国内事業基盤が損なわれ、雇用への影響が生じないよう取り組みを推進する。

●  自動車の環境・安全基準や規格等に係るルールづくりの際には、現行の日本基準・規格を維持
できるよう、日本がリーダーシップをとって交渉を進める。

●  自動車・自動車部品に対する関税の交渉については、早期撤廃を前提に撤廃時期の明確化を求める。

●  経済連携の構築を進めるにあたっては、具体的な工程表を示すことで、企業の国内投資を促す。

KEY WORD ／　 DATA

■ 日本のEPA・FTAの現状 （2021年1月現在）

発効済・署名済 ▶ 21
シンガポール、メキシコ、マレーシア、
チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
ASEAN全体、フィリピン、スイス、
ベトナム、インド、ペルー、
オーストラリア、モンゴル、
TPP12（署名済）、TPP11、
日EU・EPA、米国、英国、
RCEP（署名済・日本含む10カ国2022年1月1日
発効予定/韓国2022年2月1日発効予定）

その他（交渉中断中）
GCC、韓国、カナダ

交渉中 ▶ 3
トルコ、コロンビア、日中韓

引用：外務省HP
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海外における建設的な労使関係構築具体的
政策項目

情勢認識

国内外含めた自動車産業のバリューチェーンが形成される中、海外での紛争が国内の操業にも影響する
など、組合員への悪影響が避けられない現実も踏まえつつ、グローバル事業の安定と、現地従業員の生活
の充実に向けて、自動車総連20･30ビジョンの取り組みを念頭に海外事業体における建設的な労使関係
の構築を図る。

問題意識

●  労働者の人権を尊重する建設的な労使関係をベースにした考え方を、グローバルに広く発信すること
が求められている。

提 言

●  自動車総連は、米国ソリダリティセンター、独フリードリッヒエーベルト財団といった政府と連
携している他国の団体を参考に、建設的な労使関係を海外に広めようとしているJILAF（国際
労働財団）の活動拡大をサポートするにあたり、連合・金属労協と連携して関係省庁や経営者
団体に働きかける。

●  自動車総連は、連合を通じた大使館への労働組合役員派遣の強化を図るとともに、海外の各
国日本大使館の労働担当駐在（レイバーアタッシェ）と連携強化を図る。

●  加盟組合は、自動車総連を通じて連合・金属労協や各国労働省と連携することにより、個別労
使紛争解決の強化を図る。

●  自動車総連は、掲げるすべての政策にSDGs（持続可能な開発目標）の考え方を根源とする。特に
労働分野に関する目標の達成に主導的な役割を発揮するため、ISO26000の推進を働きかける。

●  自動車総連は、ナショナルセンターである連合を通じてのITUC活動、GUF（国際産業別労働
組合組織）の窓口である金属労協・IndustriALL-JLC を通じてのIndustriALL 活動、UNI 
活動などの国際労働組合組織の活動に積極的に参画し、各国の労働者の自由で民主的な労
働ガバナンスの確立に寄与していく。
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持続可能な開発のための17のグローバル目標と169のターゲット(達成基準)からなる。 2015
年9月の国連総会で採択された『我々の世界を変革する： 持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ』（Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development）と題
する成果文書で示された具体的行動指針。 以下の17の目標がある。 

■ SDGs（持続可能な開発目標）

ISO（国際標準化機構）が2010年11月に発行した官民両セクターにおける社会的責任に関する 
国際規定のことで、99ヶ国が参加して作成された。国や地域、組織規模に関係なくあらゆる組織
で自主的に活用されるよう作られた手引きであり、従来のISO規定にある要求事項がなく、認証
規定としては用いられない。

■ ISO26000 

出典：国際連合広報センターHP

KEY WORD ／　 DATA
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国際金融市場の安定に向けた政策具体的
政策項目

問題意識

●  為替、国際金融市場の安定を図ることは重要である。

提 言

●  為替の安定および日本経済の自律的成長に向け、世界各地で発生する地政学的問題といった
外的リスク要因に備えるとともに、必要な場合には、追加緩和の実施も含め適切な金融政策
が行えるよう求めていく。

●  G7各国との連携のもと、経済実態からかけ離れた急激な為替変動に対しては、機動的かつ強
力な協調介入が実施できる環境づくりを求める。

●  国際協調体制の強化に向けて、日本が積極的役割を果たし、緊急金融支援メカニズムの構築
や東アジア地域における金融資本市場の整備を求めるとともに、為替レートについては経済
実態を反映した適正な水準での安定化が行えるよう求める。

資源・エネルギー政策具体的
政策項目

情勢認識

我が国は世界第5位のエネルギー消費国でありながら、石油などの化石燃料の供給を輸入に頼るという
脆弱な体質を抱えている。資源・エネルギー政策は国家・経済・国民生活・産業の将来に直結する重要課
題であり、自動車産業の国内事業基盤の確保、即ち雇用確保のためにも電力の安定供給に万全を期すこ
とが求められる。
また、国内発電量に占める原子力発電の比率は、東日本大震災前の約30％から大幅に低下した。それを
補うために火力発電の比率が上昇し、電力由来のCO2の排出量は増加している。温暖化対策の観点か
ら、温室効果ガスを削減する必要があり、費用対効果を踏まえた上で、再生可能エネルギーなどを活用す
ることが求められる。

問題意識

●  短期的に安定的なエネルギー供給を図るための政策を推進する必要がある。

●  中・長期的に原子力エネルギーに対する依存度を低減し、最終的には原子力エネルギーに依存しない
社会を目指すための政策を推進する必要がある。
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提 言

〈短期的政策〉

●  既存発電設備の有効活用によるエネルギー供給の確保を求める。

●  無理のない省エネによるエネルギー需要の抑制を求める。

●  政府に対し、原子力施設のみならず、火力発電所、送変電設備、ガス施設、製油所等の主要な
エネルギーインフラ施設の安全対策および大規模災害時におけるライフライン確保・国民生
活の安定化策を強化することを求める。

〈中・長期的政策〉

●  中・長期的には、連合が求める政策の推進と準拠した取り組みとする。

資源として量が少ない、もしくは量が多くても産出が難しい金属。リチウム、プラチナ、タングステ
ン、クロム等で約30種類ある。自動車、家電、IT製品に不可欠な原材料であり、日本では、経済安
全保障の理由から供給停止等の障害に備えて、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバ
ルト、マンガン、バナジウムの7種類について国内消費量の約35日分を官民で備蓄している。

■ レアメタル 

レアメタルが含まれている携帯電話や家電製品の廃棄物から積極的にレアメタルを取り出し再
利用すること。都市部から排出された電気・電子機器の廃棄物を「採掘可能」な資源と考えて都
市を1つの鉱山とみなそうとする概念。

■ 都市鉱山 

次世代エネルギー社会の構築具体的
政策項目

情勢認識

国内のグリーン・ジョブの創出と低炭素社会への移行に伴う経済・社会情勢の変化が雇用に悪影響を与
えないための対策（「公正な移行」）を講じる必要がある。

問題意識

●  エネルギー政策の見直しにより、国内産業の競争力低下や空洞化、国内雇用への悪影響を引き起こす
ことを回避する必要がある。

●  エネルギー政策の見直しは、様々な形での産業構造転換をもたらす可能性が高いことから、低炭素社会
への移行に伴う経済・社会情勢の変化が雇用に悪影響を与えないための対策（「公正な移行」）をこれま
で以上に講じなければならない。

連合政策集  P.51〜59 要求項目2.

KEY WORD ／　 DATA
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提 言

〈自動車関連エネルギー政策〉

●  燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド車、天然ガス自動車等のクリーンエネルギー自動
車や燃費効率の高いディーゼルエンジン等の開発・普及促進のための支援を行う。

●  スマートグリッド等の次世代エネルギー社会システムの構築に重要な役割を果たす次世代自
動車（ハイブリッド車、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車等）を活用した、充放電シ
ステムや定置型蓄電池等に対する開発および導入への支援を推進する。

●  水素社会に向け、水素供給源・供給設備に関する技術開発や水素スタンド等のインフラ整備
に対する支援を継続・拡充するとともに、必要な規制の見直しを進める。

●  燃料電池は、クリーンエネルギーであると同時に、分散型電源の普及や産業活性化にも寄与
することから、さらなる技術開発を進めるとともに、安全性･耐久性等の技術基準を整備して
可能な限り前倒しで広く本格導入を行う。また、家庭用定置型燃料電池の普及促進のために、
補助金を拡充する。

〈その他、エネルギー政策〉

●  原子力関係産業では、中長期的に原子力エネルギーに対する依存度を低減していく中で、一定
の産業構造変化が不可避であることから、「公正な移行」のための教育訓練などの支援を行う。

●  再生可能エネルギー・自家発電設備といった分散型エネルギーと大規模電源が相互に補完
的な役割を果たす新しい電力供給体制を社会システムとして海外展開し、関連産業の振興と
新規雇用の創出を支援する。

●  再生可能エネルギー事業を展開するにあたっては、大型蓄電システムの商用化に向けた取り
組みを推進する。

●  我が国は、優れた石炭利用技術をはじめ、世界最高水準のエネルギー利活用技術を有してい
ることから、知的財産保護などに留意しつつ海外においてこれらを活用し、世界規模での地球
温暖化防止に貢献するとともに、産業発展と雇用増大につなげる。
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燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle）は、燃料電池を搭載した自動車で、水素と酸素の化学反
応で得られる電気でモーターを駆動させる。排出されるのは水だけで、CO2やNOx、SOxなどの 
温室効果ガス・大気汚染物質が排出されないため「究極のエコカー」とも言われている。

■ 燃料電池自動車

電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網のこと。太陽光発電等の出 
力が不安定な再生可能エネルギーの導入拡大に対応するもので、自律的に電力の需給バランス
を調整し、省エネや安定的な電力供給を実現する。電気自動車普及のためのインフラ整備という
メリットがある。

■ スマートグリッド（次世代送電網） 

石油・石炭などの限りがあるエネルギー資源に対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、 
地熱などのエネルギーは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しない 
エネルギーのこと。

■ 再生可能エネルギー

再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。自然エネルギーの一種であり、有 
機物で構成されているため、燃料として利用できる。

■ バイオマス

原子力発電所
火力発電所

水力発電所

風力発電所

太陽光発電所

工場 オフィスビル

住宅

太陽光発電／
ガスコジェネ／
蓄電池設備つきビル

太陽光発電／
蓄電池設備つき住宅

商業施設

電気自動車
蓄電池電気の流れ

ITによる制御

太陽光パネル

送配電網

ITによる制御

スマート
メーター

変電所

制御

EV用充電設備

エネルギー
貯蔵設備

電力系統 需要

蓄電池

蓄電池

KEY WORD ／　 DATA

出典：経済産業省資料
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■ 2030年度に向けたエネルギーミックス（一次エネルギー供給と電源構成）

KEY WORD ／　 DATA

※四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。

2018年度 2030年度
（2015年策定時）

2030年度
（2021年策定）

509百万kl
489百万kl程度

一次エネルギー供給

430百万kl程度
自給率
15%

石油等
33%程度

石炭
25%程度

天然ガス
18%程度

再エネ
13～14%程度

原子力
10～11%程度

自給率
24.3%
程度

自給率
30%
程度

石油等
38%

石炭
25%

天然ガス
23%

再エネ
12%

原子力3%
水素・アンモニア
1％程度

石油等
31%程度

石炭
19%程度

天然ガス
18%程度

再エネ
22～23%程度

原子力
9～10%程度

石炭
19%程度

天然ガス
20%程度

原子力
20～22%程度

再エネ
36～38%程度

水素・アンモニア
1％程度

石油等3%程度 石油等2%程度

石炭
26%程度

天然ガス
27%程度

原子力
20～22%程度

再エネ
22～24%程度

石油等7%

2018年度 2030年度
（2015年策定時）

2030年度
（2021年策定）

電源構成

石炭
32%

天然ガス
38%

再エネ
17%

原子力6%

非化石
23%
程度

化石
77%
程度

非化石
44%
程度

化石
56%
程度 化石

41%
程度

（総発電電力量）
1兆512億kWh

（総発電電力量）
1兆650億kWh程度

（総発電電力量）
9,340億kWh程度

水力11%程度

太陽光
14～16%程度

風力5%程度

地熱1%程度
バイオマス
5%程度

非化石
59%
程度

<参考：2018年度>
地熱…0.2%

バイオマス…2.2%
風力…0.7%

太陽光…6.0%
水力…7.7%

引用：資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し（令和3年10月）」/「日本のエネルギー2020」より自動車総連にて作成
※四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。
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環境対策の推進具体的
政策項目

情勢認識

温室効果ガス排出量の削減目標について、日本政府は「2030年度までに2013年度比26%減」とする目標
値を掲げている。この目標値は、2015年7月に政府が決定した新たなエネルギーミックスを基本に策定し
たものであり、原子力発電の再稼働を前提としたものとなっている。自動車産業としては、自動車製造工
程からの温室効果ガス削減目標を従来目標から上積みし、1990年比で2030年までに38％削減するとし
ている。

問題意識

●  地球温暖化対策計画の着実な推進・実行を図る必要がある。

問題意識

● 実効性のある国際的枠組み構築を図る必要がある。

提 言

●  我が国が目指す低炭素社会の全体の姿、方向性について、国民的な合意形成を行う。

●  温室効果ガス排出量削減の中期目標達成に向けた基本計画・中長期ロードマップの策定・見
直しにあたっては、省エネ技術の革新、エネルギーの安定供給・安全保障、産業競争力の強化
を促し、結果として経済的発展につながる環境と経済の両立を実現させ、自然と共生できるグ
リーン経済への転換を図る。

●  グリーン経済への移行の際は失業や労働移動による労働条件の低下など、雇用への悪影響を
及ぼさないよう必要な対策（「公正な移行」）を講ずる。

提 言

●  INDC（約束草案）として国連に登録した「2030年度までに2013年度比26％減」の達成に向
けて着実に取り組む。

●  SDGs（持続可能な開発目標）の目標達成と、「パリ協定」の具体的な国際ルール構築および、
すべての参加国の署名に向けて主導的な役割を発揮するとともに、CCS（CO2を回収・貯留す
る技術）や植物等の品種改良を含め長期的視野に立った「緩和」や「適応」に関する技術の研
究開発や実用化を推進する。また、企業が中長期にわたりエネルギーや環境に関する事業に
安心して投資できるような環境整備を行う。
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問題意識

●  運輸部門での温室効果ガス排出削減の取り組みを進めるため、環境対策に関連した技術・事業・産業
への支援を強化するべきである。

提 言

●  税による先進環境対応車普及インセンティブの拡充を図る。

●  低炭素社会の実現や新エネルギー政策の推進に向けてグローバル市場で日本車の環境技術
の優位性を確保する。

●  低燃費・低排出ガス車および次世代自動車の普及拡大に向けた各種助成措置や優遇税制を
拡充する。

●  代替フロンの段階的削減に対応する観点から、安全かつ安価なノンフロン冷媒および対応機
材の開発・普及を推進するとともに、その導入支援策を強化する。

提 言

●  世界的な排出量取引を検討する場合には、すべての排出国が参加できる枠組みとした上で、
環境と経済が両立するものとする。

●  温室効果ガスの削減・抑制を促進するため、JCM（二国間クレジット制度）を充実させるととも
に、JCM を活用した削減努力を国際的に発信する。

●  国内排出量取引を検討する場合、企業間の取引のみならず、都市間、地域間の取引についても
検討し、日本国内における環境負荷の均衡を図るとともに、緑化保全を推進する。

●  一律的な総量規制を行わず、これまで培ってきた日本の誇る省エネ先進技術や取り組みを反
映できる仕組みとする。

問題意識

●  排出量取引制度についての十分な議論の実施が求められている。

22



Ⅰ
産
業
政
策

Ⅱ
自
動
車
関
係
政
策

Ⅲ
働
く
者
の
政
策

Ⅳ
生
活
者
の
政
策

Ⅴ
地
協
政
策

パリ協定（2015年11月採択）のポイント

・  京都議定書に代わる2020年以降の新たな温室効果ガス削減の枠組みとしてCOP21で採決

・  途上国を含む主要排出国すべてが、行動義務を負う

・  産業革命以前に比べ２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑えるよう努力

・  すべての締約国が削減目標を提出し５年毎に更新

・  すべての締約国が長期低排出発展戦略（長期戦略）を作成・通報するよう努力

〈日本の長期低排出発展戦略「パリ協定長期成長戦略」〉

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2019年6月国連提出）のポイント

・  今世紀後半のできるだけ早期に、温室効果ガスの排出が実質ゼロである「脱炭素社会」を目指す 

・  「環境と成長の好循環」の実現を目指し、以下に取り組む

イノベーションの推進

グリーン・ファイナンスの推進

ビジネス主導の国際展開・国際協力

■ パリ協定について

3

2

1

KEY WORD ／　 DATA

■ 主要国の2030年における温室効果ガス削減目標

国名 1990年比 2005年比 2013年比

日本 ※ ━ ━ ▲46.0%

米国 ━ ▲50~52% ▲45.1~47.3%

EU 少なくとも▲55% ━ 少なくとも▲44.1%

中国
・ 2030年までに2005年比でGDP当たりの二酸化炭素排出を▲65%

・ 2030年までに二酸化炭素排出のピークを達成

韓国 ・ 2018年比40%削減　※（2021年11月1日COP26での表明）

削減目標

削減目標

削減目標

※日本のみ年度

引用：2021年11月までに、各国がUNFCCC（気候変動に関する国際連合枠組条約）に提出したNDC（自国の決定する貢献）に基づき作成
（経済産業省 産業技術環境局より入手）
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日本は2014年度以降、5年連続で排出を削減し、基準となる2013年度比で既に約12％の削減
を実行した。

日本
排出量

12.4億トン

（9.8トン/人）

フランス
排出量
4.5億トン

（6.7トン/人）

イギリス
排出量
4.6億トン

（6.9トン/人）

ドイツ
排出量
8.7億トン

（10.5トン/人）

アメリカ
排出量

64.6億トン

（19.7トン/人）

EU
排出量

43.2億トン

（8.4トン/人）

▲11.8％
14.1億トン

（11.1トン/人）

1億2,745万人
（2013年）

12.4億トン
（9.8トン/人）

1億2,653万人
（2018年速報値）

▲9.3％
4.9億トン

（7.4トン/人）

6,600万人
（2013年）

4.5億トン
（6.7トン/人）

6,699万人
（2018年速報値）

▲19.3％
5.7億トン

（8.9トン/人）

6,413万人
（2013年）

4.6億トン
（6.9トン/人）

6,649万人
（2018年速報値）

▲8.1％
9.4億トン

（11.1トン/人）

8,064万人
（2013年）

8.7億トン
（10.5トン/人）

8,292万人
（2018年速報値）

▲3.4％
44.7億トン

（8.8トン/人）

5億660万人
（2013年）

43.2億トン
（8.4トン/人）

5億1,321万人
（2018年速報値）

▲3.8％
67.1億トン

（21.2トン/人）

3億1,606万人
（2013年）

64.6億トン
（19.7トン/人）

3億2,717万人
（2018年速報値）

KEY WORD ／　 DATA

■ 主要国の温室効果ガス排出削減状況

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2019」

24



Ⅰ
産
業
政
策

Ⅱ
自
動
車
関
係
政
策

Ⅲ
働
く
者
の
政
策

Ⅳ
生
活
者
の
政
策

Ⅴ
地
協
政
策

2 付加価値の最適循環に向けた政策
基本認識
自動車産業は、市場の縮小や国内生産が減少する中、グローバルレベルでは新興国を含めた競争が激し

さを増しており、部品のグローバル調達に代表されるような、グループ内の取引のあり方も大きく変化し

続けている。

日本経済は、好循環に向けて経済をプラスサイドに置き続けることができるか、今まさに正念場であり、自

動車産業では特に先進技術開発において合従連衡・技術提携による積極投資を進めている。

一方、中堅・中小企業に目を転じると、足元の人手不足により、技能や技術を受け継ぐ人材獲得の難しさ

や収益面での厳しさから、生き残りに必要な投資も簡単にできない経営環境に晒されている。

以上を踏まえ、自動車産業の労使が、日本経済の情勢や、中堅・中小企業のおかれた状況をはじめとした

産業基盤に対する危機感を共有し、互いの役割を発揮することで、労働組合の有無に関わらず、すそ野の

広い自動車産業全体の底上げを図る必要があると考え、従来から行っている産業の競争力を職場段階か

ら高める取り組みを土台とした上で、自動車産業全体のバリューチェーンの重要性に光をあてたさらな

る取り組みが求められている。

バリューチェーンにおける連携強化具体的
政策項目

情勢認識

付加価値の｢WIN-WIN最適循環運動｣を推進する前提となるバリューチェーンの構築に向けては、業種
間・メーカー系列間・企業間の健全な協力が不可欠であることから、関係省庁および経営者団体と連携し
て取り組む必要がある。

問題意識

●  バリューチェーンを構成する業種・企業間の合意に基づき、リスク管理の観点からバリューチェーンを
強化することが必要である。

●  国内事業基盤の空洞化や製品の独自性喪失、さらにはコスト競争激化につながるような運用とならな
いように、付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」の目指す自動車産業全体の総合力向上と、安定した
質の高い雇用の創出に取り組むべきである。

●  各業種における課題については、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自
主的な行動計画の策定と着実な実行を、政府としてフォローアップしていく施策を求める必要がある。
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●  多様なステークホルダーの利益への配慮も含む企業統治や企業再編時の労働者保護を実現
するための会社法制を整備する。

●  経営者団体との労使会議において、法で定める適正取引の周知・啓発を行い遵守させるとと
もに、今後必要と思われる取引の適正化に必要な法制限を求める。

●  コンプライアンス遵守に向けて、各労働組合が企業に対し、有価証券報告書において、労使協
議等の開催数、内容等の記載を義務付ける等、そのチェック機能が果たせるような法整備を
求める。

●  国、地方自治体は、個人情報取扱事業者等における実効ある個人情報保護を支援するととも
に、個人情報保護の状況把握に努める。 地協

公正な取引ルールの整備具体的
政策項目

問題意識

●  政府は、企業のCSR（企業の社会的責任）への取り組みを強化させるとともに、地域や消費者も含めた
すべてのステークホルダーに対して情報を公開させるべきである。

●  なお、取り組みにあたっては、雇用・労働・人権・環境分野を重視するとともに、重要なステークホル
ダーである労働組合や従業員の意見反映や、利益確保が十分になされる健全・公正な企業行動の下で
の自由な競争が行われる必要がある。

提 言

〈型管理の適正化〉

●  部品労連、車体部品部会へのヒアリングを実施し、問題課題の抽出を行い、JAMとの協業、経
産省（中企庁）との連携を図りながら、部工会、自工会と共に進めていく。

〈路上積み降ろし問題〉

●  積み降ろし作業スペースの確保に向け、停車帯や特定車両停留施設を活用できるよう関係省
庁へ働きかけていく。（ドライバーの安全確保及び、ドライバー職の魅力向上）

〈人材育成の充実〉

●  特に中小企業には人材確保のための処遇改善、生産性向上のための設備投資を積極的に行
える税優遇を求める。

〈次世代技術への対応〉

●  自動運転をはじめとした次世代技術対応には、業種間・メーカー系列間の連携強化による協
調領域の最大化が必要であり、議論の枠組みづくりや法規制対応など関係省庁・各経営者団
体への働きかけを強化する。
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人材育成の充実具体的
政策項目

中小企業の経営基盤の確立に向けた、
各種支援策の強化

具体的
政策項目

情勢認識

「ものづくり基盤技術振興基本法（ものづくり基本法）」の実効性を確保するため、「ものづくり」技術・技能
の伝承はもとより、世代に偏りのない技術・技能労働者の確保と人材の育成に向けて「基本計画」の確実
な実行が必要である。

問題意識

●  今後、人口減少や高齢化が進む中で、全員参加型社会に向けた「ものづくり」人材の育成を支援・促進
する施策の推進に取り組まねばならない。

●   「ものづくり」人材を育む教育・文化の基盤の充実を図り、若年労働者の「ものづくり」現場への就業意
識を高める必要がある。

問題意識

●  中堅・中小企業では、足元の人手不足により、技能や技術を受け継ぐ人材確保の難しさや、収益面での
厳しさから、生き残りに必要な投資も簡単にできない経営環境に晒されている。

●  日本経済の好循環に向け、雇用を維持するための支援や、研究開発を促進させる支援を拡充させる必
要がある。

提 言

●  小学校・中学校段階からの「ものづくり」教育の履修時間の拡大と内容の充実と、職場体験学
習の機会を増やすことを関係団体に対して求めていく。

●  離職者訓練や在職者訓練の公共職業訓練など、キャリア形成支援に向けた取り組みを進める。

●  これらの施策を進めるにあたっては、技能五輪などの競技会を通じて有効な広報活動を行い、
「ものづくり」に対する魅力を広く発信していく。とりわけ技能五輪国際大会の誘致にあたっ
ては、誘致活動から開催に至るまで国が責任をもって進め、一貫した広報活動により、特に若
年層に対する「ものづくり」の魅力向上につながる取り組みを求める。

●  価値を付加するといった広義の「ものづくり」では、製造部門のみならず自動車産業に携わる
全業種が対象となることから、人材育成の充実を図る取り組みを進める。
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中小企業の公正な取引関係の実現具体的
政策項目

問題意識

●  優越的地位の濫用を防止し、公正な取引と透明な市場を確立するため、独占禁止法、下請代金支払遅
延等防止法（以下、下請法）を強化するとともに、公正取引委員会の体制および権限の強化、企業への
周知徹底等により法の実効性を高める必要がある。

●  市場経済のグローバル化が進展し、「ものづくり」産業は従来以上に厳しい環境下にあるとともに、世
界規模での生産体制の再編も進んでいる。このような環境下でサプライヤーや、下請企業に対する価
格引き下げが、ますます厳しくなっている。

提 言

●  国内生産の空洞化回避のため、産業実態や地域経済活性化などの観点を踏まえた上で、中小
企業を対象とした金融支援制度や雇用維持のための助成金制度や設備投資・研究開発投資
への支援を拡充させる。

●   「人材の確保・育成」の支援のため、中小企業労働力確保法に基づく各種助成制度の活用促
進や優遇税制等経費の負担軽減措置など、中小企業にとって実効性ある総合的な施策を構
築する。

●  技術・技能の継承や人材の確保・育成等について課題を抱える「ものづくり」産業の中小企業
に対し、産官学の連携を強化し、人材投資促進税制の復活を求めるとともに、人材の育成者を
輩出する仕組みを担保することで、人材の確保・育成に関する支援措置を拡充する。

●  中小企業に対するサービスを一元化する窓口である中小企業支援センターの役割を拡充し、
資金、技術、特許、人材、受発注等の相談が一か所で完結できるよう、ワンストップサービス化
を実現できる体制を整えるなど、中小企業向けサービスの向上を求める。

●  中小企業に対する次世代、または高度な技術開発・育成支援と生産基盤強化のため、産官学
連携の共同研究を積極的に推進し、国が持つ技術や特許権を有効に活用できるシステムを
構築する。また、IoTやロボットを活用した生産性の高いものづくりを推進できる支援措置を
拡充する。

●  中小企業の生産性向上に向けた設備投資の支援措置など中小企業等経営強化法の機能強
化や、地域の中小企業などの生産性向上を図る「カイゼン指導者育成事業」の拡充を求めて
いく。

●  雇用の維持・創出に向けて、「国内投資促進プログラム」を活用し、企業の国内への設備投資な
どを着実に実施できるようにする。立地補助金等については、中小・零細企業への支援にも活
用できるよう、適用範囲の見直しを求める。

●  中小企業支援を後押しする税制改革として、中小企業基本法に合わせる方向で、税法におけ
る中小企業の定義を見直し、中小法人に対する法人税の軽減税率を基本税率の1/2 の水準
とする。

地協

地協

地協

地協

地協

地協
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中小企業の海外展開をめぐる課題解決への支援具体的
政策項目

問題意識

●  公的な支援機関では利用者から申請をしなければならない現状や、利用する上で煩雑・複雑さもさら
なる障害となっている。

●  良好な労使関係の構築を実現するための情報や、海外実務を担える人材を確保しなければならない。

提 言

●  独占禁止法の課徴金強化を図るとともに、課徴金の対象を優越的地位の濫用、不当廉売、
差別的対価等「不公平な取引」まで広げる。

●   「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（ガイドライン）の周知徹底、また、公正
取引委員会の体制及び権限の強化等により法の実効性を高めることを求める。

●  下請法については、資本金区分による適用を廃止し全取引を対象とするとともに、銀行等の金
融機関による信用供与も対象とすることを求める。

●     「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の拡充を図るとともに、消費税の適正な転嫁  
の推進、下請法やガイドライン等を周知徹底させる。

● 各業界団体策定の「自主行動計画」を、取り組みの後押しとして推進することを求める。

●  下請企業からの情報提供・申告等に対し親企業からの報復措置をなくすシステムを設ける。また、
単価の過度な水準引き下げ要求に対し、商取引における一定の規制を求める。

●  知的財産についても優越的な地位の濫用を防止する法制度を求める。

●  談合や、実質的な新規参入が排除されている実態が存在するため、公正な取引慣行の確立を
求める。

情勢認識

中小企業が海外展開を行う際には、事業計画の策定、現地に関する情報収集、資金調達、販路開拓、品質・ブラン
ド管理、知的財産権の保護、人事・労務管理、信頼できるパートナーの確保等の様々な課題に直面する。

提 言

●  経営者団体と連携した海外展開をめぐる課題解決支援の拡充など、政府・自治体・公的支援
機関等への支援策とサービス向上の要望を行うとともに支援策の周知を図る。
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3 業種別課題解決に向けた政策
基本認識
近年の日本人口の年齢構造を見ると、15歳未満の年少人口の減少と65歳以上の老年人口の増加が著し

く、少子高齢化が急激に進んでいる。今後、15歳から64歳までの生産年齢人口は減少し続け、2065年に

は4,529万人と現在7,654万人の2/3以下になってしまうことが予測されている。

このような状況の中で、多様な人材の確保は必須となっており、その確保のためには、自動車産業が就業

先として選ばれる、魅力ある産業である必要がある。

顕在化するサービススタッフ不足、トラックドライバー不足など業種別課題が散見され、今後の自動車産

業の発展に向けては避けて通れない課題となっている。

また、二輪車販売台数は、1980年には236万台あったが、2019年は36万台まで落ち込んできていること

から、販売台数を増加させるためには、二輪車用の駐輪場の設置を増やすなど、ユーザーが保有、利用し

やすい環境の整備も求められている。

販売部門の魅力向上具体的
政策項目

問題意識

●  販売業界を取り巻く環境の大きな変化に対応し、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す必要がある。

●  顕在化しているサービススタッフ不足や整備士を目指す学生が減少していることへの対応が急務と
なっている。

●  働く環境整備の一環として、安全面の徹底とコンプライアンスの遵守が求められている。

●  自動車を保有するために必要な多くの手続きの簡素化に取り組むべきである。

提 言

●  自動車総連は、年間休日増や年次有給休暇の取得促進、正月三が日の休業など「販売業界の
魅力ある働き方の実現」や「高付加価値で魅力ある産業の確立」に取り組む。

●  整備士は、国家資格を有する職種であり、近年の新技術の導入により故障診断等の難易度が高
まっている職種であることから、処遇の改善につながる原資の確保を政府に対して求める。併せ
て、2019年4月より施行された外国人特定技能実習の制度に沿った適正な運用を求める。
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提 言

●  販売部門では非定常作業が多く、決められた手順通りに作業し難い実態がある。従って、安全
衛生委員会の確実な開催による労使協議での実態把握と対策論議、コンプライアンス点検な
どを通じ、安全衛生の向上に取り組むための法的な規制を求める。

●  検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付などを、オンラインにより一括して行うことがで
きる「OSS（ワンストップサービス）」の全都道府県での普及と利用促進を図る。

KEY WORD ／　 DATA

■ 自動車整備要員の年間平均給与と平均年齢（全産業平均との比較）

出典：全産業平均：民間給与実態統計調査（令和2年分）／自動車整備要員：自動車特定整備業実態調査（令和2年度）

全産業平均

433.1万円（46.8歳）

自動車整備要員

396.3万円（45.7歳）
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提 言

〈路上積み降ろし問題〉

●  積み降ろし作業スペースの確保に向け、停車帯や特定車両停留施設を活用できるよう関係省
庁へ働きかけていく。（ドライバーの安全確保及び、ドライバー職の魅力向上）

〈ドライバー不足〉

●  ドライバーの魅力向上に向け、一般道路・高速道路における大型車の駐車場確保による休憩
時間確保などを進めるとともに、賃金制度における諸課題や時間外労働上限適用を早期に確
立することで長時間労働を改善し、ドライバー職の魅力を高める。

〈輸送部門の適正取引に向けて〉

●  厳しい事業環境改善に向け、「標準貨物自動車運送約款」や「トラック運送業における下請け・
荷主適正取引ガイドライン」の周知や適正運用に向けて、政策的対応を求める。

●  特に輸送の安全という観点から、「貨物自動車運送事業法」「道路運送車両法」「道路交通法」
「改善基準告示（29告示）」などで定められている安全基準の遵守と制度・運用の改善につな
がる施策を求める。

●  併せて、燃料費の高騰に対する「燃料サーチャージ」の導入促進や、運賃の底上げに必要な
「書面契約の推進とその義務化」を求める。

〈インフラ整備と次世代技術の普及促進〉

円滑で安全な物流網の確保を目的に、隊列走行や無人走行などの技術開発をさらに進めるため、
必要な社会インフラや制度整備の早期導入を求める。

具体的には以下に提唱する。

●  分合流警告掲示、高速道路3車線化等を実現し、交通の流れをスムーズにする。

●  より安全な走行のため、施設設備、専用車線・入退場路、隊列形式のための用地確保。

●  万が一に備えての道路交通法、道路法、道路運送車両法等、関連法の整備、保険取り扱い
等の明確化。

●  隊列走行などを導入する運送事業者を支援するための政策を求める。

輸送部門の魅力向上具体的
政策項目

問題意識

●  ドライバー不足改善に向け、ドライバーの安全確保（路上積み降ろし問題の改善）や、長時間労働の是
正など、働き方や労働諸条件改善の取り組みが必要。
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KEY WORD ／　 DATA
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全産業と比べて、平均年齢は高い。
年々平均年齢は上がる傾向

出典：厚生労働省「令和元年5月労働経済動向調査」
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出典：厚生労働省「平成30年 賃金構造基本統計調査」 出典：厚生労働省「2018年 労働力調査」

＋3.0歳

48.6

2.3

45.9

16.342.9

44.2

＋5.7歳

全産業と比べて、
女性の割合は非常

に少ない

全産業と比べて、
欠員率は高い

■ トラック運転者の欠員率

■ トラック運転者の平均年齢 ■ 女性進出状況
　（就業者に占める女性の割合）
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輸送部門に関する規制緩和具体的
政策項目

問題意識

大型車の完成車両運搬時における「仮ナンバーでの高速走行時のETC料金適用」、「特殊車両通行許可申
請の簡素化」や「車両制限令の長さ・高さ規制緩和」など、輸送部門における厳しい事業環境改善に向け
て規制緩和・撤廃の取り組みが必要である。

提 言

●  上記記載の問題に対して、規制緩和・撤廃の取り組みを経営者団体や関係産別とも連携を
図りながら進める。

提 言

〈二輪車の普及推進に向けた取り組み〉

●  グローバル競争力を高めるために、国際的な販売動向に応じた「車両区分」や「免許制度」とな
るよう、経営者団体、関係団体、地方自治体と連携し政府に規制緩和を求める。

● 併せて普及促進に向けた取り組みを引き続き実施する。

二輪車の普及推進と
有用性を発揮できる環境整備

具体的
政策項目

問題意識

●  二輪車の普及促進や利用環境の整備と拡充に取り組む必要がある。

情勢認識

二輪車産業の健全な発展と普及促進に向けて「二輪車産業政策ロードマップ」実現に取り組む必要がある。

地協
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提 言

〈二輪車駐輪場の整備・拡充を求める〉

●  民間の自動車駐車場での二輪車受け入れを働きかける。

●  新設または改築される駐車場への二輪車駐輪枠の設置を義務付ける。

●  二輪車の利用特性に見合う駐車形態に対応した「路上駐輪場」を積極的に導入する。

以上が実現されるように

・  必要な条例等の整備や見直しを求める。

・  駐車場整備計画の見直しを求める。

・  民間駐車場事業者に対する助成制度の整備や充実等を求める。

・  特に駅や商店街周辺の駐車場に対し、設置拡充を進め、
   行政として一定割合の二輪車駐輪場を義務付ける等、その確保を求める。

〈二輪車の最新規制適合車に対する普及促進策の創設を求める〉

●  環境対応の面から、ユーザーにとって買い替えの動機づけとなる「二輪車の最新規制適合車
に対する普及促進策」の創設を求める。

〈バス専用レーンの二輪車走行可能化を求める〉

●   「安全性」の担保や「バスの適正運行」「バス利用者の利便性」の維持を考慮した上でバス専用
レーンを効率的に運用し、二輸車の通行を可能とする。

〈二輪車の高速道路・有料道路の負担軽減を求める〉

●  サービスエリア等駐停車時の車両占有面積や、走行時の道路損傷度が少ない二輪車につい
ては、ふさわしい水準への料金単価の引き下げを求める。

〈災害時の利用促進を図る〉

●  二輪車は大規模災害時に道路が寸断された際の避難や、その後の救護活動にもその機能性
を活かして有用であり、利活用する。

地協

地協

地協
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自動車関係政策Ⅱ
1 道路交通政策

基本認識
国民にとって、交通は衣食住に次ぐ生活上の基礎的条件であり、誰もが自由で安全な移動を享受できる

社会の実現を目指すことが求められている。

近年の交通事故情勢を見れば、シートベルト着用率の向上や道路交通法の改正、車両の安全性能の向

上等により、2019年中の交通事故死者数は3,215人と、統計開始以降最少となった。しかしながら、多く

の尊い命が失われていることに変わりなく、飲酒運転等の悪質・危険な運転による重大な交通事故も、依

然として後を絶たない状況である。

また、交通事故負傷者数は約46.1万人、交通事故件数は約38.1万件と年々減少傾向にあるものの、その

数は多い（2019年データ）。人・車・交通環境ともに継続した交通安全対策を行うことで、より安心・安全

な交通社会を築いていくことは自動車産業に携わる者の責務である。

国の交通に関する基本方針である「交通政策基本法」は、基本理念および交通に関する施策の基本とな

る事項が定められている。この中で、交通に関する施策の推進は、徒歩、自転車、自動車、鉄道、船、航空機

等が適性に応じて適切に役割分担と連携強化を行うことが定められている。また、同法に基づき2015年

2月「交通政策基本計画」が閣議決定された。本計画では、人口急減・超高齢化の中での地方創生、グロー

バリゼーションの進展、地球環境問題など、社会・経済の動向を踏まえ、今後政府が講ずべき交通に関す

る方針および施策について定めている。2015年度から毎年度発行される「交通政策白書」を活用しつつ、

「交通政策基本計画」に掲げられた施策や数値目標の進捗状況のフォローアップなどを適切に行い、「社

会資本整備重点計画」と一体的に実行していく必要がある。
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「まちづくり」における
交通事故抑制の道路整備を推進

具体的
政策項目

情勢認識
まちづくりにおける交通事故抑制のポイントを明確にし、そのまちの交通事情に合ったまちづくりが
必要である。

安全・安心な交通社会の実現具体的
政策項目

情勢認識

交通事故死傷者ゼロを目指して、人・車・交通環境すべての安全対策を推進し、より安全・安心な交通社会
を実現する。

問題意識

●  すべての世代に対する交通安全教育や、バスドライバーの過剰勤務対策につながる政策が必要である。

提 言
●  交通安全対策の推進に向け、逆走行為を感知し停止させるといった装置の装着義務付けへと

つながる法整備や、装着の購入助成制度を求める。

●  幼児から高齢者に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な
交通安全教育を行う。

●  交通政策基本計画と整合のとれた自転車活用推進計画を定め、自転車利用者に対しては、走
行ルールやマナーの向上を徹底するとともに、自動車との共存を前提に、相互の特性の理解
を深めることで、事故防止に努める。また児童・生徒に対しては、将来の運転者教育の基礎と
して自転車の安全利用を啓発する。

●  二輪車普及とその交通安全促進に向け、二輪車用ABSやエアバッグ付ウェアといった安全支
援機器や、渋滞緩和につながる二輪車用ETC設備等の購入助成制度を求めるとともに、二輪
車と四輪車の特性の違いについて理解を深める講習等による安全運転の啓発を働きかける。

●  より安全な交通社会の実現に向け、運転マナー講習や交通安全教育を学校の必須科目として
実施することを地方自治体に求めていく。

●  高齢者のみならず、すべての歩行者とドライバーが安全に移動できる交通社会を実現するた
めに、サポカーをはじめとする先進安全技術搭載車両の購入助成制度を求めるとともに、普
及に向けた啓発に取り組む。

●  二連バスでの運行導入等によりドライバーの負担軽減に取り組む企業への補助金創設を求める。

地協

地協

地協
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問題意識
●  歩行者やドライバーが安心できる交通環境のために、標識の視認性向上、高機能舗装、電線の地中埋

設化等、交通事故を予防する施策の推進を図る。

提 言

●  通学路については歩道を整備することで安全性を確保する。

●  道路拡張を含めた自転車専用道路や駐輪場の整備という基盤整備を引き続き進めるととも
に、自転車・歩行者が共存できるような道路環境を推進する。

●  歩車分離の推進や、生活道路における最高速度制限や主要幹線道路における最低速度制限
を設けることで、道路性能に応じた明確な機能分けを行い、より安全で環境にやさしく経済的
な道路交通社会の実現を図る。

地協

地協

地協
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2,309

4,691

2,279

4,438

2,309

4,388

2,193

4,113

2,247

4,117

2,138

3,904

2,020

3,694

1,966

3,532

1,782

3,215

1,596

2,839

65歳以上の高齢死者数

65歳以上の高齢者

全死者数

全年齢層

56.2%55.4%55.7%54.7%54.8%54.6%53.3%52.6%51.4%49.2%50.3%高齢者の割合

KEY WORD ／　 DATA

（注） ・算出に用いた令和２年の高齢者死者数は、交通事故日報集計システムにより集計された速報値（12月末現在）。 
　　・算出に用いた人口は、各年の前年の人口であり、総務省統計資料「人口推計」（各年10月１日現在人口（補間補正を行っていないもの）） による。

引用：警察庁「道路の交通に関する統計/交通事故死者数について　高齢者（65歳以上）死者数の推移」データより自動車総連にて作成

出典：警察庁交通局「令和2年における交通事故の発生状況等について」

■ 交通事故死者数の推移

■ 交通事故死者数の推移（人口10万人当たり）
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提 言

●  より安全な交通社会の実現に向けた自動運転車普及のため、自動運転レベル３～５に対応し
た車両に関し、自家用車・営業車問わず購入助成制度を求める。

●  高齢者の交通事故抑止に向けた活動を推進するとともに、年齢を問わず、先進の予防安全機
器の装着・購入に対する助成金を求める。

次世代技術の普及に向けた政策具体的
政策項目

情勢認識

誰もが自由で安全な移動を享受できる社会の実現に向けて、技術革新のみならず社会インフラの整備や
自動運転車などの次世代技術搭載車の普及と、積極的な技術開発や設備投資につなげる必要がある。

問題意識

●  社会インフラの整備や各種インセンティブを必要に応じて政府に求める。

●  自動運転技術は、交通事故低減、渋滞の解消・緩和、環境負荷の低減など、社会経済的な効果
や高齢者等の移動支援、運転の快適性の向上等を目的として、各国、各企業・団体が研究、開
発を進めている。自動運転には、すべての運転モードをシステムが担う完全自動運転システム
から、一部の運転モードのみ（高速走行時の加減速のみ等）をシステムが担う安全運転支援シ
ステムまでのレベル分けがされている。

■ 自動運転技術

レ ベ ル 概 要 操縦※の主体
運転者が一部またはすべての動的運転タスクを実行

レベル0
運転自動化なし

●  運転者がすべての動的運転タスクを実行 運転者

レベル1
運転支援

●  システムが縦方向または横方向のいずれかの車両運動制御の
　 サブタスクを限定領域において実行 運転者

レベル2
部分運転自動化

●  システムが縦方向および横方向両方の車両運動制御の
　 サブタスクを限定領域において実行 運転者

自動運転システムが（作動時は）すべての動的運転タスクを実行

レベル3
条件付運転自動化

●  システムがすべての動的運転タスクを限定領域において実行
● 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に応答

システム
（作動継続が困難
な場合は運転者）

レベル4
高度運転自動化

●  システムがすべての動的運転タスクおよび作動継続が困難な場合への
　 応答を限定領域において実行 システム

レベル5
完全運転自動化

●  システムがすべての動的運転タスクおよび作動継続が困難な場合への
　 応答を無制限に（すなわち、限定領域内ではない）実行 システム

※ 認知、予測、判断および操作を行うこと

運転自動化レベルの定義の概要

KEY WORD ／　 DATA

出典：官民ITS構想・ロードマップ2019
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安全な車両・装備の研究開発・実用化・普及の促進具体的
政策項目

情勢認識
企業の枠組みを超えた団体においても、安全技術向上の研究や安全教育活動が取り組まれている。
また、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した車（安全運転サポート車）

「セーフティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）」、衝突被害軽減ブレーキを搭載した車「セーフティ・サポート
カー（サポカー）」等の普及などが進んでいる。

KEY WORD ／　 DATA

提 言

●  事故情報の収集を行うとともに、その分析結果を行政や自動車メーカー等に積極的にフィー
ドバックを求める。

●  運転者の安全意識向上や万が一の事故の際の記録として、ドライブレコーダーの普及促進を
図るべく、システムの有効性の周知や購入インセンティブの導入を求める。

●  なお、記録データは、プライバシー保護の上、事故の再発防止や交通安全教育に活用する。

●  サポカーS・サポカーなど様々な安全装備・システムがある中、その技術を過信しないよう、安
全装備・システムの特性や限界を分かりやすく周知し、正しい使用方法の理解促進に努める。

●  65歳以上の高齢者を対象に導入された、サポカー補助金の対象を全年齢へ拡充することを求める。

●  飲酒運転を検知できる車両開発等、飲酒運転防止に取り組む事業者への補助などのインセン
ティブを求める。

問題意識
● 交通安全社会の実現に向けた各種情報の連携が求められている。
● 安全装備搭載車の普及と機能の理解促進に取り組む必要がある。
● 安全な車両・装備の新たな研究開発を促進する施策が必要である。

※1マニュアル車は除く。
※2車線維持支援装置でも可。
※3自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯または配光可変型前照灯をいう。
※4作動速度域が時速30km以下のもの。
※5将来、技術の進化や目的に応じ、「安全運転サポート車」の対象装置の拡大を想定。
※6 このほか、高齢運転者による事故の防止に効果がある技術についても、各社の判断で安全運転サポート車の機能として追加し、普及啓発に

活用することができる。
出典：経済産業省 安全サポート車のWEBサイト

ワイド 衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、
ペダル踏み間違い急発進抑制装置※１、車線逸脱警報※２、先進ライト※３

ベーシック + 衝突被害軽減ブレーキ（対車両）、
ペダル踏み間違い急発進抑制装置※１

ベーシック 低速衝突被害軽減ブレーキ（対車両）※４、
ペダル踏み間違い急発進抑制装置※１

■ セーフティ・サポートカーS（略称：サポカーS）の定義
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提 言

●  高齢者に限らず、サンデードライバーや外国人ドライバーも含む、全ての免許保有者に対して、定
期的な免許更新などの機会を通じて、運転技術水準や安全意識の維持・向上につながる仕組みの
構築を求める。

●  2020年6月の道路交通法改正に「危険運転（含むあおり運転）」の厳罰化が盛り込まれたこと
から、危険運転の撲滅に向け、改正法の周知を求める。

●  高齢者講習や認知機能検査などが受講しやすくなるよう、受講可能な施設の拡大や講習を行
う企業が事業として成立するような手数料の改定などを求める。

●  免許返納後の高齢者に対し、サポカーをはじめとした安全運転サポートを搭載した車両での
運転に限り、免許の再取得を簡素化する等、自動運転車が普及した世の中においても、高齢者
が安全な移動を享受できる体制整備を求める。

●  準中型免許による輸送業界のドライバー不足の解消や、対象車両の製造・販売状況を調査・
検証し、さらに効果的な免許制度の見直しについても検討を進める。

運転技術と安全意識の向上を
目的とした、運転免許制度の充実

具体的
政策項目

情勢認識

本格的な少子高齢化社会が進展していく中で、すべての交通参加者の安全・快適な移動を確保するため
の対策が必要である。人口減少社会において、公共交通機関の維持は大きな課題であり、地方ほど移動を
自動車に頼らざるを得ない現状がある。特に最近は、高齢者による交通事故が取り沙汰されているが、高
齢者から単に免許を取り上げるだけでは解決しない問題である。年齢や障がいの有無、地域性などに関
わらず、誰もが自由で安全な移動を享受できる社会をつくることが急務である。

問題意識

●  運転技術と安全意識の向上の必要性がある。
●  社会問題となっている「危険運転（含むあおり運転）」の撲滅が求められている。
●  運転免許制度の充実に取り組む必要がある。
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提 言

●  高齢者の運転ミスによる交通事故の抑止をするべく、サポカー限定免許制度の周知や拡充、
その普及促進ならびに、安全教育の機会拡充を求める。

●  2017年3月の道路交通法改正により、75歳以上の高齢者については、臨時認知機能検査によ
る免許取り消しが可能となったが、制度の適正な運用と、高齢者が自由に移動できる代替移
動手段が確保されているか、その動向についても、検証を求める。

●  高齢者による交通事故削減に向け、サポカーの普及推進に取り組む。具体的には、購入助成
制度に留まらず、利用・保有におけるユーザー負担を軽減、ガソリン税をはじめとする燃料課
税も含めた減税など、サポカーの普及促進につながる税制改革を求める。

高年齢化に対応した
交通社会の実現に向けた対策の充実

具体的
政策項目

安心な交通社会実現のための
持続可能な自賠責保険制度のあり方検討

具体的
政策項目

情勢認識

交通事故負傷者数は約46.1万人、交通事故件数は約38.1万件と年々減少傾向にはあるものの、その数は
多い（2019年データ）。その中でも、交通事故死亡者全体に対する75歳以上の高齢者の割合は年々増加
している。

情勢認識

自賠責保険は、加害者の賠償資力を確保するための「基本保障」として優れた制度であり、日本特有の自
動車ユーザーによる「共助のシステム」である。また、自動車社会のセーフティネットであることから、持続
可能な制度とすべきであり、「強制保険制度」「ノーロス・ノープロフィットの原則」という基本的枠組みを
維持することが求められる。加えて、NASVA委託病床をはじめとした運用益を利用した被害者救済事業
など、自賠責保険制度の有用性を広く世間に発信する。

問題意識

●  高齢者への自動運転や運転支援システムなどの先進技術の活用や、交通事故分析に基づく交通安全
に関する教育・啓発活動を推進する。
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問題意識

●  自賠責保険制度を持続可能な制度とするべく、そのあり方を検討しなければならない。

●  自賠責保険制度の運用益事業の周知に取り組む必要がある。

提 言

●  現在、徴収した保険料の運用益を活用して様々な事業（交通事故防止・交通安全活動、被害者救
済事業）が行われているが、運用益については、本質的にはユーザーへの還元を第一義（認可保
険料の引き下げ）としている。そのため、事業そのものの効果や自賠責保険制度の枠の中で実施
すべきものかについては、財源論、必要性、効率性の観点から継続的に精査を行う。

●  運転支援システムや自動運転の普及を念頭に、システム欠陥等による事故の責任所在に関す
る検討が始まっているが、責任所在などの理論的な話に偏ることなく、迅速な被害者救済を
可能としている現在の自賠責保険の仕組みを前提とした丁寧な議論を求める。

●  自賠責特別会計から一般会計への繰入金については、大臣間の覚書の期日である2022年度
末までの確実な繰戻しを求める。

自賠責保険は被害者救済を目的とした強制保険であるため、その基準料率は、効率的な運営の
下における適正な原価を償う範囲内で、できる限り低いものでなければならないと定められてい
る。これが「ノーロス・ノープロフィットの原則」と呼ばれている。

■ ノーロス・ノープロフィットの原則

NASVAの委託を受け運営する病床で、自動車による交通事故により脳損傷を生じ、重度の意識
障害が継続する状態にあり、治療と常時の介護を必要とする患者を対象に、適切な治療と看
護を行う重度後遺障害者専門の病床。

■ NASVA（独立行政法人自動車事故対策機構）委託病床

正式には「自動車損害賠償責任保険審議会」といい、金融庁長官の諮問機関として設置されて
いる。自賠責保険の基準料率の算出や変更等について審議する。

■ 自賠責審議会

KEY WORD ／　 DATA
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提 言

●  三大都市における「環状道路」を最優先に整備推進するとともに、整備完了までの期間は暫定
的に、交通流対策や流入抑制の施策を講ずる。

●  ITS（高度道路交通システム、Intelligent Transport System）の積極的な技術開発・導入等
について関係省庁の下に推進し、交通渋滞の解消とCO2排出削減の両立を図る。

●  渋滞原因のみならず、歩行者も含めた安全確保の観点から、路上駐車を防ぐために、市街地の
商業施設周辺の整備（駐車場（含二輪車）・荷捌き場）を促進する。

●  モーダルシフトの推進を図る際には、拠点間のアクセスを良くする道路整備も併せて実施
する。

●  慢性的な渋滞解消に加え、環境問題への対応という観点においても、カーシェアリングなど地
域事情に応じた自動車の利用形態の見直しも検討する。

交通モードのベストミックス具体的
政策項目

道路などのインフラ整備・活用具体的
政策項目

情勢認識

自動車などの交通モードのべストミックスを実現する「交通政策基本計画」の着実な推進・実行を通じ、
徒歩、自転車、自動車、公共交通等の多様な交通モードの特性を活かした、移動の円滑化・活性化を目指
すとともに、自動車産業の持つ高い技術やノウハウをより一層活かすための基盤整備を進め、国民生活の
安定的向上および国民経済の健全な発展を図る。

問題意識

●  慢性的な渋滞解消に向け、必要な施策を早急に講ずる必要がある。

問題意識

●  道路などの社会資本整備にあたっては、利便性・必要性や投資効果の観点から優先順位を付け、かつ
民意を十分に反映する必要がある。

地協

地協

地協
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提 言

●  道路の基本計画や整備計画については、国土開発幹線自動車建設会議（国幹会議）等にて審
議されるが、国会での十分な審議の上、決定することを求める。

●  地方の道路は、そこに住む地元の住民等が最も状況を把握していることに鑑み、その意思を
十分に反映した計画とする。

●  ETC2.0やVICS（道路交通情報通信システム）のさらなる普及、新交通管理システムの整備を
行う。また、これまで得られたデータ分析の知見の情報提供や、ビッグデータ等を活用すると
ともに、次世代ITSの導入の推進を求める。

提 言

●  既存道路の利活用を推進するために、ETCやスマートインターチェンジを含め、ITSの技術開
発と活用をさらに推進する。また、次世代自動車の普及促進に対応すべく、ITSや急速充電器
や水素ステーションの設置スペース等インフラ整備も含めた道路整備を実施する。

●  既存の道路で対応できず新設する場合は、道路整備効果の高い順に推進する。

・  現状、「費用便益」分析が用いられるが、前提条件等には疑問が残るため、第三者の精査を
受けるなど信頼性を高めるとともに、国民に対し分かり易く説明し、説明責任を果たす。

・  他方、地方の生活道路等においては、単に「費用便益」だけで判断することが困難なケース
もあるため、その基準づくりにおいても民意を反映する。

●  あらゆる道路整備についてさらなるコスト低減を図るため、道路構造令や地方への補助金
交付制度など道路整備に関する各種法・制度を、コスト低減のインセンティブが働くよう見
直すことを求める。

●  道路新設の段階から耐震設計を織り込むことや、自動運転などの中長期の技術発展を見据
え、ITSとICTなどを含む道路の高度化と、充電設備や水素ステーションの設置等インフラ整
備の拡充を図っていく。

●  老朽化が進む道路や橋梁等は、近い将来、抜本的な修繕が集中し多大なコストが発生する恐
れがある。将来発生する修繕コストを抑制し、同時に災害に強い道路としていくため、現時点
から予防保全的に維持・補修を推進することを求める。

道路整備のあり方具体的
政策項目

問題意識

●  道路整備は、コストに対し求められる効果が最大となるよう推進する必要がある。

地協

地協

地協

地協

地協
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提 言

●  周辺幹線道路の整備やスマートインターチェンジなど出入り口を増設する等、高速道路への
アクセスを改善し、利用促進を図る。

●  スマートインターチェンジを設置する際には、土地区画整理事業を進め、企業や商業施設の
集積などまちづくりとの一体推進を図ることを求める。

●  高速道路の料金制度の見直しにあたっては、地域の活性化、物流の効率化とともに、高速道路
の債務返済期間や金利を実態に合わせ、高速道路に係る料金の徴収期間を延長することに
よって利用料金の減額を行う。具体的には、高速道路料金の上限を設け、定額化等により高速
料金の大幅な引き下げをし、利用者の負担軽減を図る。

●  サービスエリア等駐停車時の車両占有面積や、走行時の道路損傷度が少ない二輪車につい
ては、ふさわしい水準に料金単価の引き下げを求める。

燃料供給施設等の維持・整備具体的
政策項目

高速道路・有料道路の
有効活用と負担軽減の両立

具体的
政策項目

問題意識

●  次世代パワートレインの普及に向け、早期に充電設備や水素ステーション設備等のインフラ整備が必要
である。

●  ガソリンスタンド等の燃料供給設備は地方(特に過疎地)では、後継者不足問題も加わり、事業存続が
できず、近隣で給油できる施設がなくなりつつある。

問題意識

●  高速道路・有料道路の有効活用は、地域経済の活性化などにもつながることから、利用者の負担軽減
を前提に、取り組む必要がある。

●  高速道路の有効活用には、渋滞緩和を通じた自動車のCO2排出量の削減や物流の効率化、交通安全
の確保等の推進も期待されている。
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提 言

●  次世代自動車（電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車、燃料電池自動車等) の普及を促
進するために、燃料供給インフラの整備を推進する。インフラ整備にあたっては、設置や維持
のためのインセンティブと同時に、安全性を確保した上でより設置しやすくなるよう規制等の
緩和も推進する。

●  ガソリンスタンド等の燃料供給設備の維持・整備については、中長期的な燃料の安定供給の役割
を果たすために「生活拠点･地域サービスの拠点」として地域振興と一体となり取り組む。

提 言
●  医療、介護、教育、生活物資調達などの機能を集約する、コンパクトシティの形成にあたって

は、一体的に利活用できるよう交通モードのベストミックスの実現を図る。

●  地域生活・経済の活性化の観点からも、中心市街地の活性化は重要であり、既設公共機関の
利便性確保という点を含め、周辺地域からのアクセス性を確保するために中心市街地との結
節性を高めた幹線道路整備を推進する。

●  国土交通省が行っている幹線道路の交通安全および渋滞緩和対策の、右折レーンの延伸や歩
道の整備などの道路改良、ワイヤーロープ防護柵や視線誘導線など交通安全施設の設置、また
事故データや急ブレーキ多発箇所などのビッグデータを活用した交通安全対策の促進を図る。

●  片側一車線、対面通行の有料道路について、安全確保の観点から、早期にワイヤーロープ防護
柵の設置を求める。

●  生活道路への不必要な車両の流入を防ぎ、事故抑止につなげるためにも、市街地における歩
車共存を図るための既存道路の利活用と安全確保を推進する。歩行者の安全確保をした上
で、既存道路をそのまま利活用できる歩車混在をベースとした「ゾーン30」や、歩車分離式信
号機の設置など、総合的な交通安全対策を強化する。

●  中心市街地での自転車利用環境の基盤整備を推進する。

●  自転車専用道路や駐輪場の整備という基盤整備を引き続き進めるとともに、自転車・歩行者
が共存できるような道路環境、規則の整備や利用者のマナー向上等を推進する。

●  路面電車の軌道敷内やバス専用レーンの一般車両走行を制限することにより、まず、安全性の確
保を行い、公共交通機関の定時性を向上させることで、自家用車利用と市街地交通機関利用と
のバランスを確保する。

●  市街地活性化に向け公共交通機関の機能を有効活用する。

●  公共交通機関の機能を有効活用する具体的施策としてトランジットモールの導入やパーク＆
ライドの実施を行う。

地方都市における道路・交通政策具体的
政策項目

問題意識
●  地方都市の道路整備は「活力あるまちづくり」の観点を重視し推進する必要がある。

地協

地協

地協

地協

地協

地協

地協

地協

地協

地協
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中山間地域における道路・交通政策の推進具体的
政策項目

情勢認識

2011年3月に発生した東日本大震災により、道路、鉄道、港湾、ライフライン等の重要性が再認識され、老
朽化が進むインフラの確実な点検・維持・更新に加え、災害に強い都市と国土を支え、産業競争力の強化
につながる社会資本の整備と維持・管理を進めることが求められている。

問題意識

●  居住者の生活を維持できる道路・交通機関を確保する必要がある。

提 言

〈ライフラインとしての道路の維持・整備〉
●  限られた財源の中では、まず既存道路の利活用を基本に検討する。但し、必要度や重要度が

高い場合にはバイパス道路等の設置も検討する。

●  数少ない道路が災害により遮断されないよう、防災対策として、積雪対策、落石防護ネットの
設置や地すべり防止など、災害に強い道路環境整備を進める。

〈交通弱者のための交通機関の維持・確保〉
●  高齢化が進む中山間地域において、交通弱者の生活の足を確保するには、既存の路線バスや

鉄道などが、廃止・縮小されないよう、利便性の維持・向上を図り、利用を促進する。

●  廃止路線の代替や交通空白地域の解消のために、コミュニティバスやデマンド型乗合タク
シー、介護・福祉タクシーなどの公共交通サービスを充実させるとともに、Society5.0の国民
生活を実現し、誰もが自由で安全な移動を享受できる社会を確保する。

●  ガソリンスタンド等の燃料供給設備を維持・整備することは、中長期的な燃料の安定供給の
役割を果たすとともに、「生活拠点・地域サービスの拠点」とすることを前提に、地域振興策と
して行政の補助を求める。

地協

地協

地協

地協

地協
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現在、明確な定義付けはされていないが、一般的に、「地方公共団体等がまちづくりなど住民福祉
の向上を図るため交通空白地域・不便地域の解消、高齢者等の外出促進、公共施設の利用促進
を通じた『まち』の活性化等を目的として、自らが主体的に運行を確保するバスのこと」と解され
ており、循環系統による運行やバス停の間隔の短縮化、運行頻度の均一化（15分間隔等）、運賃
のワンコイン化（100円均一）等の工夫がなされている事例が多い。

■ コミュニティバス

コミュニティバスと類似した形態として、乗合タクシーがある。これは、乗合バスとタクシーの
中間的な役割を果たすものであり概ね以下のものに大別される。

○深夜や早朝に駅と団地を結ぶコースを中心に運行するもの（団地型）
○廃止されたバス路線やバスの運行していない地域を運行するもの（過疎地型）
○バスの通れない狭隘な道の多い観光地で運行するもの（観光型）
○地域の需要に応じて、定時定路線型でなく予約等に基づいて運行するもの（デマンド型） 等

■ 乗合タクシー

次世代技術の活用具体的
政策項目

情勢認識

100年に一度の大変革期におかれている自動車産業の発展に向けては、ITSや次世代パワートレイン等
の普及に向けたインフラ整備を推進し、将来に向けて多様な移動手段を選択できるモビリティ社会を実
現する必要がある。
自動車基準調和世界フォーラム等の議論を踏まえ、自動運転や燃料電池自動車といった様々な革新的技
術に関する国際的なルールづくりを主導するとともに、革新的な技術の普及に向けた様々な法整備が必
要である。

問題意識

●  次世代技術の普及に向けた法整備の推進と理解促進に取り組む必要がある。

KEY WORD ／　 DATA
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提 言

●  運転支援システムや自動運転が普及していく中で、システム欠陥等による事故の責任所在に
関する検討に際しては、責任所在などの理論的な話に偏ることなく、安全・安心な交通社会実
現に向けた国内法の整備を求める。

●  自動運転や燃料電池自動車といった様々な革新的技術の普及に向けた実証実験を特区制度
の活用などにより推進する。

●  交通事故の削減や渋滞の緩和のみならず、輸送効率や快適性の向上に寄与するITSのさらな
る普及に向け、省庁横断的な推進を求める。

●  超小型モビリティは、交通の省エネ化をもたらすとともに、高齢者を含むあらゆる世代に地域
の手軽な移動手段を提供し、生活・移動の質の向上をもたらすことが期待されている。また観
光地をはじめとする地域活性の手段としても期待されており、地域の実情に合わせて利用の
促進を図る。

●  シェアリングエコノミー（ライドシェア等含む）に対する正しい理解を深め、動向を適切に把握
し、情報発信を行う。

　   「ライドシェア」については、安心・安全といった利用者保護、雇用や労働者保護等、さらには産業
への影響の観点から慎重に対応する。安易な導入拡大や規制緩和を強く懸念するとともに、より
広い観点から見た規制緩和・強化のあり方を含め、しかるべき法整備・法対応を求める。

典型的には個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のものも含む）の貸出しを仲介する
サービスであり、貸主は遊休資産の活用による収入、借主は所有することなく利用ができると
いうメリットがある。貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要であるが、そのために
ソーシャルメディアの特性である情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能を活用すること
ができる。

■ シェアリングエコノミー

一般には自動車を相乗りすることを示し、ライドシェアリングとも呼ばれる。自家用自動車の空
いている座席を活用し、他者とガソリン代などを負担し合うことで交通費が節約できるため、
欧米では安価な交通手段として広く浸透している。インターネットの発達に伴い相乗り相手の
仲介を行うサイトやスマートフォンアプリなども普及している。

■ ライドシェア

KEY WORD ／　 DATA
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2 自動車関係諸税
基本認識
私たちの生活必需品である自動車には、取得・保有・走行の各段階で複雑かつ過重な税負担（9種類:年間

約8.6兆円／2019年度当初予算）が課せられているとともに、課税根拠が喪失した税の存続や消費税と

の二重課税といった問題が依然として残されており、保有台数の多い地方ほど、その負担は大きいという

偏在性の課題を抱えている。

これら自動車税制の不条理さは、即刻見直されなければならない。とりわけ車体課税については、国際水

準と比較して、極めて重い税負担となっていることからも、社会保障と税の一体改革に伴う「税制抜本改

革法」（平成24年8月10日）や「平成29年度与党税制改正大綱」（平成28年12月8日）、などに記載された

「簡素化・負担の軽減・グリーン化の観点から見直しを行う」という理念に沿って抜本改革を実現し、国

民生活に対する確実な負担軽減を実現しなければならない。

平成31年度税制改正大綱では、自動車税の恒久減税等の見直しは行われたものの、新車と既販車で税

額が変わる等、税体系の複雑さを増す現状となっている。引き続き、自動車関係諸税の「簡素化・負担の

軽減」の実現に向けて取り組む必要がある。

中長期的な自動車保有台数推移を踏まえれば、国･地方を合わせた税収のうち約1割を自動車に頼る税

体系から脱却しなければ、あらゆる公共サービスは維持できない状況にある。

また、税制部分だけではなく、高速道路料金をその償還期間や金利や実態に合わせて見直すことなどによ

り、新たな料金体系を実現し、すべての利用者にとって負担軽減になることを目指す。

自動車を安心して利用するためには自動車保険（任意保険）は不可欠である。一方、若者や高齢者が、保

険料を負担に思うことから自動車の購入・保有を断念することや、簡素な保険内容にとどめざるを得ない

ことがないよう、保険料を所得控除の対象とすることを求めていく必要がある。
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自動車関係諸税や自動車ユーザーの負担軽減具体的
政策項目

情勢認識

自動車重量税は、過去の税制改正大綱において「エコカー減税制度の基本構造を恒久化する」といった税
目自体を存続させる方向性が示されているが、平成21年度の旧道路特定財源の一般財源化により課税
根拠を失っており、直ちに廃止するべきである。
自動車税・軽自動車税については、令和元年10月より、地球温暖化に対応すべく「環境性能割」が導入さ
れるなど、ユーザー負担増につながる見直しが繰り返されている。
燃料課税は、油種毎に税率が異なること、税の納付先が国または地方と様々であり、その徴収方法も蔵出
し税、給油所での課税など取り扱いが異なり、非常に複雑であるため、整理統合を行うべきである。
誰もが自由で安全な移動を享受できる社会の実現に向けては、先進安全技術を搭載した、より安全な車
両の普及が重要である。

問題意識

●  自動車税・軽自動車税(四輪車等・二輪車)は、環境性能割を含めて、新車・既販車関係なく負担の軽減
措置を講ずる必要がある。

●  日本の自動車ユーザー負担を、各国と比較し標準的な負担まで軽減するべきである。

●  現状のガソリン税(揮発油税+地方揮発油）および石油ガス税は、消費税とのタックス・オン・タックスと
なっている。

●  ガソリンをはじめとする燃料価格は、乱高下する恐れがあることから、その動向には注視が必要である。

●  国税である自動車重量税のうちの地方譲与分、地方税である自動車税・軽自動車税が減税される際に
は、地方財源に影響を与えないよう、国税からの譲与を伴うことを前提とする必要がある。

●  高速道路料金については、すべての利用者が負担軽減になることを前提に、償還期間や金利を実態に合
わせて見直されるべきである。

●    「サポカー補助金」の対象を高齢者に限らず全年齢化することで、誰もが自由で安全な移動を享受でき
る社会の実現をする必要がある。

提 言

自動車に係る税の負担軽減を図る

自動車関係諸税の国税部分について、地方への移譲等を伴う負担軽減策を講じ、
地方税収へ影響を与えないユーザー負担軽減を目指す

3

車体課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図る1

1. 自動車重量税は廃止を前提に、まずは「当分の間税率」を廃止する。
2.  自動車税・軽自動車税（四輪車等・二輪車）の環境性能割も含めた税額引き下げによる負担軽減措置を講ずる。

燃料課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図る2

1. 「当分の間税率」を廃止する。
2.  複雑な燃料課税を簡素化する。
3.  タックス・オン・タックスを解消する。

地協
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提 言

自動車の使用に係るユーザー負担の軽減を図る
自動車保険(任意保険)の所得控除対象化1

高速道路料金の引き下げ2

サポカー補助金の年齢制限の拡充（全年齢）3

自動車総連の考えるあるべき税体系

※１：現行の自動車税・軽自動車税などの保有段階で係る税は原則１種類に簡素化し、営業・貨物・軽自動車の負担水準を基準とした税体系に改
革する。但し、検討にあたっては、軽自動車が地方の重要な交通手段となっている現状を鑑み、充分な配慮が必要。

段階 現行の税目

取得
段階

消費税

環境性能割（自動車税・軽自動車税）

保有
段階

種別割（自動車税・軽自動車税）

自動車重量税

走行
段階　

揮発油税

地方揮発油税

軽油引取税

石油ガス税

消費税

段階 あるべき税体系 一般財源化からの脱却

取得
段階

消費税 ー

廃止

保有
段階

自動車保有税
（仮称※１）

次世代モビリティ（CASE）
普及促進特定財源

廃止

走行
段階　

燃料税（仮称） カーボンニュートラル
促進特定財源

消費税 ー

取得時は
消費税のみ

燃料に係る
税目は
一本化し
タックス・
オン・タックス
を解消

保有段階で
係る税は
原則一種類

地協

税　目 本則税率 現在の税率 本則税率との比較
(倍率)

車体
課税

取得
段階

自動車税・軽自動車税
(環境性能割）

0～３％
(営業用・軽自動車 0～2％) 1.00

消費税(車体) 10％

保有
段階

自動車重量税 2,500円/0.5t年
(自家用登録車)

4,100円/0.5t年
(自家用登録車) 1.64

自動車税（種別割） 1,001～1,500cc: 30,500円/年
(自家用乗用車)

軽自動車税（種別割） 10,800円/年(自家用乗用車)

燃料
課税

走行
段階

揮発油税 24.3円/ℓ 48.6円/ℓ 2.00

地方揮発油税  4.4円/ℓ 5.2円/ℓ 1.18

軽油引取税 15.0円/ℓ 32.1円/ℓ 2.14

石油ガス税 17.5円/kg 1.00

消費税(燃料) 10％

KEY WORD ／　 DATA

■ 自動車関係諸税に課せられている本則以上の税負担

※税率は2021年5月1日現在
引用：日本自動車工業会「日本の自動車工業2021」より自動車総連にて作成
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所得税
186,670
（18.8％）

消費税
241,167
（24.3％）

消費税
（燃料課税分）

9,062
消費税

（車体課税分）
19,079

自動車税
（種別割）
15,134

軽自動車税
（種別割）
2,798

自動車
重量税
6,609

揮発油税
20,700

走行段階 保有段階

取得段階

地方揮発油税
2,214

軽油引取税
9,300

石油ガス税
80

法人税
148,986
（15.0％）

自動車関係諸税
86,001（8.7％）

固定資産税
91,578
（9.2％）

租税総収入
（国税＋地方税）
993,371
（100％）

その他
218,269
（21.9％）

酒税
11,760
（1.2％）

印紙収入
8,940
（0.9％）

自動車税・軽自動車税（環境性能割）
1,025

燃料課税
合計

41,356

車体課税
合計
44,645

■  2021年度租税総収入の税目別内訳ならびに
　 自動車関係諸税の税収額（当初）

注：1.租税総収入内訳の消費税収は自動車関係諸税に含まれる消費税は除く。
　  2.自動車関係諸税の消費税収（自動車整備含む）は日本自動車工業会の推定。3.消費税収には地方消費税収を含む。
資料：財務省、総務省

出典：日本自動車工業会「日本の自動車工業2021」

単位：億円

政府は、社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税
その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、次に定め
る基本的方向性によりそれらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速や
かに必要な措置を講じなければならない。
～以下一部抜粋～
カ）自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制のあり方の見直
しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグ
リーン化の観点から、見直しを行う。

■  税制抜本改革法第7条（平成24年8月10日、社会保障・税一体改革に伴い成立）

～平成31年度与党税制改正大綱より～
平成 29 年度与党税制改正大綱等における車体課税の見直しに係る基本的考え方に沿って検
討を行った結果、車体課税について、以下のような大幅な見直しを行う。税制抜本改革法以来
の累次の与党税制改正大綱において懸案事項とされてきた車体課税の見直しについては、 今
般の措置をもって最終的な結論とする。 (中略)
自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化
の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的
に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。

■ 平成31年度税制改正における自動車関係諸税に関する記載

KEY WORD ／　 DATA
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働く者の政策Ⅲ
1 働き方改善に資する政策
基本認識
自動車産業で働く人は全就業人口の約1割を占める。また、自動車産業はすそ野が広く、業種、規模、職

種、雇用形態も多種多様であり、その働き方も様々である。

自動車産業は、総じて長時間労働となっており、自動車総連全体の総労働時間は2,100時間台、所定労働時

間、所定外労働時間、年次有給休暇取得日数はここ10年横ばいで改善には至っていない。

労働基準法の改正により、2019年4月から所定外労働時間の上限規制や年次有給休暇取得義務化が施

行された。総労働時間の短縮は、企業労使で改善に取り組むことはもちろんであるが、商慣行や取引環境

などを見直さなければ、抜本的な改善につながらない。

労働基準法の改正では高度プロフェッショナル制度も創設されたが、裁量労働制の拡大等、長時間労働

につながりかねない制度の導入については引き続き反対していく。

また、2020年4月より同一労働同一賃金関連法が施行された。期間従業員や派遣労働者等、非正規雇用

で働く仲間の処遇改善や雇用の安定に引き続き取り組んでいかなければならない。

一方で、中堅・中小企業を中心に採用難や定着の悪さなど、深刻な人手不足が継続しており、多様な働き

手の雇用の確保や、安全衛生、各種両立支援等の働き方に関する環境整備は喫緊の課題である。

とりわけ、外国人労働者に関しては現在既に多くの雇用がされている中、2019年4月より技能実習に加え

特定技能が新設され、就労可能な在留資格要件が拡大した。自動車整備業はじめ、素形材産業、産業機

械製造業、電気・電子情報関連産業など、自動車産業に関わる業種も対象となるため、同じ職場で働く外

国人はさらに増えていくと予想される。そのため、雇用については国内の潜在的労働力を積極的に雇用す

ることが大前提ではあるが、同じ働く仲間として、労働条件等の法整備のあり方や生活者としての外国人

に対する支援（言葉や文化の違い等）に関する政策制度については引き続き検討していく必要がある。
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労働者の健康・安全確保のための
労働時間制度の見直し

具体的
政策項目

問題意識
●  長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランスを実現する必要がある。

連合政策に準ずる政策提言

●  長時間労働の是正（労働時間短縮）
● 年次有給休暇取得促進
● 高度プロフェッショナル制度
● 雇用型テレワーク

連合政策集  P.70 要求項目6.（1）

連合政策集  P.72 要求項目6.（2）

連合政策集  P.71～72 要求項目6.（1）⑯～⑲

連合政策集  P.72 要求項目6.（3）

労働安全衛生法の実効性確保具体的
政策項目

問題意識
●  労働災害の予防と再発防止対策を強化しなければならない。

連合政策に準ずる政策提言

● 労働安全衛生法の着実な実施
● 労働災害を予防する施策の充実・強化

連合政策集  P.86 要求項目11.（1）

連合政策集  P.86～88 要求項目11.(2)

有期契約労働者保護および同一労働
同一賃金を基本とした均等・均衡待遇の確立

具体的
政策項目

問題意識
●  有期契約、パートタイム、労働者派遣、請負など、多様な雇用・就業形態の労働者の雇用の安定と公正

な処遇を確保する必要がある。
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誰もが働きやすい社会の実現具体的
政策項目

問題意識

●  若者、女性、高齢者、障がい者等の雇用対策強化に取り組まなければならない。

連合政策に準ずる政策提言

● 若者の雇用対策
● 女性の雇用対策
● 高齢者の雇用対策
● 障がい者の雇用対策
● 性的指向・性自認に関する差別の禁止

連合政策集  P.73 要求項目7.（1）

連合政策集  P.73 要求項目7.（2）

連合政策集  P.80 要求項目8.（6）

連合政策集  P.73～75 要求項目7.（3）

連合政策集  P.81～83 要求項目9.（2）（6）（13）

問題意識

● 外国人労働者が安心して働くことができるための環境整備が求められている。

連合政策に準ずる政策提言

● 外国人労働者 連合政策集  P.89～90 要求項目12.（1）（2）（3）（6） 地協

問題意識

● 雇用の分野における性差別を禁止し、賃金格差の是正・男女平等を実現する必要がある。

連合政策に準ずる政策提言

●男女雇用機会均等法の見直し
●労働施策総合推進法の見直し
● 女性活躍推進法の見直し 連合政策集  P.78 要求項目8.（4）

連合政策集  P.75 要求項目8.（1）

連合政策集  P.77 要求項目8.（2）

連合政策に準ずる政策提言

● 雇用の原則
●  同一労働同一賃金
● 有期労働契約
● 労働者派遣
● 副業・兼業

連合政策集  P.67 要求項目4.（1）

連合政策集  P.68 要求項目4.（3）

連合政策集  P.67～68 要求項目4.（2）

連合政策集  P.64 要求項目1.（2）

連合政策集  P.68 要求項目4.（5）
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労働者保護ルールの堅持・強化具体的
政策項目

雇用保険制度の充実具体的
政策項目

問題意識

● 雇用労働環境の変化に対応するワークルールの整備と確立に向けた集団的労使関係の構築が必要である。

問題意識

● 失業から良質な雇用に早期に復帰・移行できるセーフティネットの拡充が求められている。

連合政策に準ずる政策提言

● 労働者の意見を反映できる政策プロセス

● 労働者保護 連合政策集  P.69～70 要求項目5.（2）（3）（6）（7）（11）

連合政策に準ずる政策提言

● 雇用保険制度の充実 連合政策集  P.65～66 要求項目2.（1）

2 安心・安定した雇用環境を
担保するための政策

基本認識
産業構造の変化や雇用情勢の急激な変化から労働者を守るために必要な制度の充実や強化についても

継続して求め、自動車産業で働くすべての働き手が安心して活き活きと働き生活できる職場と社会を実

現していく。

連合政策集  P.65 要求項目1.（5）
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すべての働く者に対する
職業能力開発の充実・強化

具体的
政策項目

最低賃金の取り組み具体的
政策項目

問題意識

●  すべての働く者に対する職業能力開発施策と日本の成長、競争力を支える人材育成の強化に取り組ま
なければならない。

連合政策に準ずる政策提言

● 職業能力開発の充実と強化 連合政策集  P.83〜85 要求項目10.（1）（2）（4）

問題意識

●  地域別最低賃金の実効性を高める必要がある。

●  特定最低賃金の維持・強化を図らねばならない。

提 言

〈地域別最低賃金〉
●  地域における労働者の生計費および賃金水準を十分考慮しつつ、賃金の底支え機能を果た

し、セーフティネットとしての実効性を高めるための環境を整える。
●  監督体制の抜本的強化を図り、違法事業所の積極的な摘発や罰則適用の強化等、最低賃金

制度の実効性を高める。

〈特定最低賃金〉
●  特定最低賃金の締結および水準引き上げを通じ、同一価値労働同一賃金の構築、非正規雇用

で働く仲間・未組織労働者の均等・均衡待遇の実現、産業の健全な発展に向けた公正競争の
確保につなげる。

●  各地方最低賃金審議会において、公労使の審議会委員・専門部会委員が制度について共通の
理解に立って審議に臨むための勉強会を都道府県労働局が開催することを求める。

●  当該産業労使の意見を必要性審議に適切に反映させる。
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社会保障制度の基盤に関する政策具体的
政策項目

生活者の政策Ⅳ
1 社会保障と税の一体改革

基本認識
社会保障制度の維持のためには消費税率の引き上げが必要不可欠であり、世界経済の不透明感、内需

の伸び悩みなどを理由に、再延期の末、2019年10月にようやく10%に引き上げられた。今回の消費税引

き上げ分は、社会保障費に全額充てられることになり、これまでの「高齢者中心」の使途だけでなく、子育

て世代にも拡大し、「全世代型」の社会保障制度へ転換するとしている。新たに加わった主な使い道は、

Ⅰ.幼児教育・保育の無償化　Ⅱ.待機児童の解消　Ⅲ.高等教育の無償化などがある。しかしながら、誰も

が安心して子どもを生み、育てられるよう、子ども・子育てを社会全体で支える仕組みを構築するには、ま

だ不十分と言わざるを得ない。

すべての雇用労働者・生活者が安心して働き、暮らし続けられるよう、その生活を支える基盤としての社会

保障の機能を強化するとともに、将来不安を払拭すべく、未来への投資として若年層や現役世代への子ど

も・子育て・教育・就労などの支援を行い、持続可能な全世代型社会保障制度を確立する必要がある。

また、自動車総連は連合政策集「2020～2021年度政策・制度　要求と提言」および連合「社会保障構想

（第３次）」の策定時よりその議論に参画してきた。よって、基本的には連合政策の内容に則り、社会保障

政策に取り組んでいくこととする。

問題意識

●  すべての人が必要な社会保障サービスを確実に受けられるよう、社会保障制度の基盤を確立する。

●  すべての人が健康で文化的な生活を送れるよう、重層的な社会的セーフティネットを確立する。

●  生活困窮者自立支援制度の実施体制の整備を進める。

●  すべての人の生存権が保障されるよう生活保護制度の基盤を強化する。

●  すべての雇用労働者に社会保険を適用し、働き方に中立的な制度を確立する。
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医療政策具体的
政策項目

介護・高齢者福祉政策具体的
政策項目

連合政策に準ずる政策提言

● 社会保障制度の基盤に関する政策 連合政策集  P.95〜101 要求項目１〜5

連合政策に準ずる政策提言

● 医療政策 連合政策集  P.102〜113 要求項目1〜5

問題意識

●  地域で医療の質を低下させることなく医療機関の機能分化と連携を推進し、医療人材の確保対策を
強化して、良質で切れ目のない医療提供体制を構築する。

●  患者による選択を支援する医療情報の内容と提供手段を充実するとともに、医療安全の確保と医療事
故の原因究明・再発防止の取り組みを強化し、安心・信頼の患者本位の医療を確立する。

●  入院・外来医療の機能分化と連携の推進、医療と介護の連携強化、質の高い医療の推進などを後押し
する診療報酬改定を行うとともに、医療を必要とするすべての人が安心できる保険給付を保障する。

●  皆保険を堅持しつつ持続可能な医療保険制度の確立に向け、保険者機能を十分に発揮でき、生活保
護受給者を含めたすべての人が加入する公的医療保険制度に再構築する。

●  生涯を通じた健康的生活を支援する取り組みや国民の予防・健康づくりに対する意識啓発を推進する
とともに、一層の公衆衛生の向上を図る。

問題意識

●  地域包括ケアを推進し、利用者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けることのできるサービス提供
体制を強化する。

●  介護労働者の労働条件や職場環境を改善し、介護を魅力とやりがい、誇りをもって働くことができる職
業にし、介護労働者の安定的な確保を図る。

●  介護サービスを必要とする人が必要なサービスを負担可能な費用で受けられる介護保険制度に再構
築する。

地協
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障がい者政策具体的
政策項目

子ども・子育て支援政策具体的
政策項目

連合政策に準ずる政策提言

● 介護・高齢者福祉政策 連合政策集  P.114〜122 要求項目1〜3

連合政策に準ずる政策提言

● 障がい者政策 連合政策集  P.123〜127 要求項目1〜3

連合政策に準ずる政策提言

● 子ども・子育て支援政策 連合政策集  P.128〜135 要求項目1〜5

問題意識

●  障がい者のあらゆる人権および基本的自由を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、国連障害者
権利条約の実効性を確保する。

●  障がい者が地域で生活する権利を保障したインクルーシブな社会（共生社会）を実現する。

●  障がい者の自立的な生活を保障するため、住居、就労、所得などを保障する。

問題意識

●  誰もが安心して子どもを生み育てられるよう、子ども・子育てを社会全体で支える仕組みを構築する。

●  質が確保された待機児童の解消と、質の高い保育等のサービスの提供のため、幼稚園教諭・保育士等
の人材確保の取り組みを進める。

●  子ども・子育てを社会全体で支える第一歩として、「子ども・子育て関連３法」の着実な施行のための取
り組みを進める。

●  保護者の経済的負担の軽減を図る。

●  子どもの人権を守り、子どもの豊かな育ちの環境を確立する。

地協

地協

地協
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年金政策具体的
政策項目

問題意識

●  すべての人が不安なく暮らし続けられるよう、基礎年金の基盤強化や所得比例年金の創設など抜本改
革を進め、真の皆年金を実現する。

●  公的年金に対する国民の安心と信頼を確保するため、公的年金の機能を強化するとともに、公平・公
正な制度を確立する。

●  保険料拠出者である労使の参画等によって透明で公正な制度運営を行い、年金制度の信頼性を高める。

●  受給権保護の整った、将来にわたって安定的な給付を約束する企業年金制度を構築し、雇用形態や企
業規模に関係なくすべての労働者が制度適用されるよう普及を図る。

●  年金基金（公的年金・企業年金）の運用にあたって、環境・社会・ガバナンスなどのESG課題を踏まえた
責任投資の推進を図る。

連合政策に準ずる政策提言

● 年金政策 連合政策集  P.136〜143 要求項目１〜5
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2 一般税制
基本認識
自動車総連として連合台での論議に積極的に参画してきた「第4次税制改革基本大綱」は、連合の目指す

「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて策定した「第3次社会保障構想」、「教育制度構想」など

における政策を実行するための基盤となる税制のあり方について連合の考え方を示したものである。

「公平・公正・納得」の基本理念を継承しつつ、税制が持つべき所得再分配機能と財源調達機能の回復、

持続的かつ人々のニーズに対応しうる社会保障制度の財源確保、企業の社会的責任の発揮、地域による

偏りの少ない安定的な地方税体系の構築など、税制全般の抜本改革に向けた全体像を提示している。

また、経済のデジタル化などの新たな課題を踏まえた税制の方向性についても検討するとともに、2019

年10月に消費税率が10%に引き上げされたが、より充実し、かつ持続可能な社会保障制度のためには、

消費税もしくは何らかの増税が今後必要になる可能性もある。

引き続き、国民にとって分かりやすい税制、社会を支える分厚い中間層の復活などにつながる税制の抜

本改革実現に向け、連合を通じて政府や国民民主党等に働きかけをしていく必要がある。

公平・公正・納得の税制具体的
政策項目

提 言

●  納税者の「公平・公正・納得」に資する税制を実現する。

●  納税者の目線から、納税者の権利と義務を分かりやすく明示した「納税者権利憲章（仮称）」を
つくる。

●  マイナンバー制度の活用により制度設計が可能となる給付付き税額控除を導入する。

●  その上で、個人情報の厳格な保護やセキュリティ対策に万全を期すとともに、マイナンバー制
度が確実に運用され定着するよう、国民全体への周知や制度に対する国民の不安を払拭する
ための措置を講ずる。

●  税財政の決定過程に労働者の代表を参画させる。

給付付き税額控除とは、個人所得課税において税額控除を導入し、その控除額が引ききれな
かった場合に、「負の所得税」を給付する仕組みである。「負の所得税」を給付することで、課税最
低限以下の層を含めた所得再分配が可能となる。

■ 給付付き税額控除

KEY WORD ／　 DATA
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所得再配分機能と財源調達機能について具体的
政策項目

提 言

●  所得税を再構築し、所得再分配機能と財源調達機能を高め、社会保障と税の一体改革を着実
に推進する。

●  利子・配当、株式等譲渡益の分離課税制度を廃止し、資産性所得を含めて所得税を総合課税
化する。

●  所得税の税率を現行45％ブラケット→50％、40%ブラケット→45％、33%ブラケット→38％
に引き上げ。

・  基礎控除は、基礎税額控除に変更（所得税:4.8万円、住民税:4.3万円）

・  配偶者控除は、扶養税額控除に整理統合

・  特定扶養控除は、扶養税額控除と教育費税額控除に分割

・  新設する教育費税額控除（所得税:一人2.5万円、住民税:一人1.2万円）は、大学、専門学校
に通う扶養者がいる場合、所得制限、年齢制限を設けずに適用

・  低所得雇用者の社会保険料・雇用保険料（労働者負担分）の半額に相当する金額を所得税
から控除する仕組み（就労支援給付制度）の導入

・  課税最低限以下の層を中心に消費税の逆進性対策として、最低限の基礎的消費にかかる
消費税負担分を給付する制度（消費税還付制度）の導入

・  給与所得者については、申告納税制度と年末調整を選択できる制度とする。申告納税制度
の実現に向け、特定支出控除は、職務上の慶弔費、自動車関係費（保険料等）、能力開発のた
めの費用、周辺機器を含めたパソコン購入費、通信費、労働組合費などを含め、給与所得者
の必要経費の実情に合わせて対象項目を追加・拡大する。

＊ 現行は通勤費、転任のための引っ越し費用、研修費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅
費、勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費）が認められている。

●  資産課税を強化し、資産の再分配機能を回復・強化する。

・  相続税の基礎控除を引き下げる。

（現行：3,000万円+ 600万円× 法定相続人数 ⇒ 提言内容：2,000万円+ 400万円×法定
相続人数）

・  相続税、贈与税の最高税率を引き上げるなど、累進性を高める税率構造の見直しを行う。

66



Ⅰ 

産
業
政
策

Ⅱ 

自
動
車
関
係
政
策

Ⅲ 

働
く
者
の
政
策

Ⅳ 

生
活
者
の
政
策

Ⅴ 

地
協
政
策

■ 平成27年分以降の所得税率表 ＊国税庁HPより抜粋

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額

195万円以下 5% 0円

195万円を超え　330万円以下 10% 97,500円

330万円を超え　695万円以下 20% 427,500円

695万円を超え　900万円以下 23% 636,000円

900万円を超え　1,800万円以下 33% 1,536,000円

1,800万円を超え　4,000万円以下 40% 2,796,000円

4,000万円超え 45% 4,796,000円

給与収入55～200万円で社会保険料・雇用保険料を負担している雇用労働者（約1500万人）
に対し、社会保険料・雇用保険料（給与の約14％）の半額に相当する金額を所得税から控除す
る。給与収入200万円から徐々に低減し、250万円で消失する措置もあわせて講じる。（対象者約
600万人）。必要財源は1.5～2兆円程度を想定。

■ 「就労支援給付制度」のイメージ（連合政策集より抜粋）

合計所得が課税最低限の人(4000万人程度）に対し、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費に
かかる消費税負担相当分を定額で給付する。課税最低限の水準から徐々に低減し、消失する措置
も併せて講じる。必要財源は、消費税に換算した場合で税収の１割弱程度を想定している。

■ 「消費税還付制度」のイメージ（連合政策集より抜粋）

KEY WORD ／　 DATA
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地方分権について具体的
政策項目

問題意識

様々な許認可や各種登録制度が都道府県・市町村など行政毎に管理されているが、これらの電子化をさ
らに進め簡素化・統合していくことにより、それらの手続きが簡便になり、国内事業の生産性向上につな
げていくことも可能となる。
また、この行政機関の統合などにより、行政単位の根幹である税について、基幹３税（所得税、法人税、消
費税）、国税と地方税のあり方を含めた税全般を見直し、自動車産業にとって、その事業基盤強化が図れ
るような政策を求めていくことも必要である。

消費税制度の不備について具体的
政策項目

提 言

●  消費税の制度的不備を改善する。

・  益税解消のため、税額控除方式は、現行の帳簿方式を税額票方式（インボイス方式）に早期
に変更する。

●  消費税転嫁対策特別措置法などに基づき公正な価格転嫁対策を強化する。

●  ガソリン、酒、たばこ等消費税における二重課税を解消する。

●  2019年10月の消費税引き上げに併せて導入された軽減税率制度を廃止し、逆進性対策とし
て、課税最低限以下の層を中心に最低限の基礎的消費にかかる消費税負担分を給付する制度

（消費税還付制度）を導入する。
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提 言

●  国、都道府県、市町村の役割分担を明確にして、国と地方との関係を再検討する。
・    「基礎自治体優先の原則」による行政に転換し、住民の意思を反映した行政制度となる仕組

みを整備する。その際、保育、介護、児童養護、障がい者福祉、義務教育など、生存権や生命
の安全の確保など、とりわけ人としての尊厳や子どもの成長に深く関わるサービスについて
は、国の最低基準の確保を前提とする。

●  地方分権にふさわしい地方税・財政を目指して改革を行う。
・  地域による偏りが少なく安定的な地方税体系とする。

・  所得税改革と歩調を合わせ、地方住民税の人的控除を所得控除から税額控除に変える。

・  所得税の基礎税額控除の引き上げと歩調を合わせ、地方住民税の基礎税額控除と税率を
見直す。

●  行政毎に管理されている、許認可や登録制度の電子化などをさらにすすめ簡素化・統合を求める。

●  財政調整機能と財源保障機能の両方を兼ね備えた地方交付税の仕組みとし、現行の交付水
準を維持・改善する。

●  公共事業等に係るひも付き補助金について、一括交付金化を図る。地方の住民のために良い
制度となるよう仕組み等必要な見直しを行う。

●  住民参加のもとで、住民自らが地域に必要な公共サービスを選択・享受できる仕組みづくりと
併せ、地方税財政改革を行う。

●  地方自治体の課税自主権の行使にあたっては、財政状況や行・財政改革の計画を明らかにし、
その必要性について説明責任が果たされること、住民（法人も含む）が参加し意見反映できる
機会の創設、課税根拠や現行税制との関係を整理する。

●  社会保障などの給付水準は維持しながらも、国内事業基盤強化につながる法人税引き下げや
所得税引き下げなど、現行税制の改革を求める。

●  国税と地方税のあり方についても議論を進めるよう求める。

地協

地協

地協

地協

住民の意向の的確な反映、利便性の向上、地域の活性化などの観点から、住民に身近な行政・事
務は基礎知自体である市町村や特別区で処理できる体制とすることが望ましいという考え方。

■ 基礎自治体優先の原則

KEY WORD ／　 DATA
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地協政策Ⅴ
各都道府県の自動車総連地方協議会においては、下記政策を基に地域の実情に合わせ、地方連合会政

策に確実に意見具申を行う。

また、政策推進にあたっては、地方連合会と連携を図りながら、地方自治体や地域行政等の関係各所に

働きかけを行っていく。

なお、下記以外の政策課題については、自動車総連本部と連携の上、推進していく。

産業政策Ⅰ
地方協議会の取り組み政策〔インデックス〕

2 付加価値の最適循環に向けた政策

具体的政策項目

● 公正な取引ルールの整備
● 中小企業の経営基盤の確立に向けた、各種支援策の強化 明日への提言  P.28〜29

明日への提言  P.26〜27

3 業種別課題解決に向けた政策

具体的政策項目

● 二輪車の普及推進と有用性を発揮できる環境整備 明日への提言  P.35〜36

自動車関係政策Ⅱ

具体的政策項目

● 安全・安心な交通社会の実現
● 「まちづくり」における交通事故抑制の道路整備を推進
● 交通モードのベストミックス
● 道路などのインフラ整備・活用
● 道路整備のあり方
● 燃料供給施設等の維持・整備
● 地方都市における道路・交通政策
● 中山間地域における道路・交通政策の推進
● 次世代技術の活用

明日への提言  P.38

明日への提言  P.45

明日への提言  P.45〜46

明日への提言  P.46

明日への提言  P.47〜48

明日への提言  P.48

明日への提言  P.49

明日への提言  P.50〜51

明日への提言  P.38〜39

1 道路交通政策
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2 自動車関係諸税

具体的政策項目

● 自動車関係諸税や自動車ユーザーの負担軽減 明日への提言  P.53〜55

働く者の政策Ⅲ

具体的政策項目

● 誰もが働きやすい社会の実現 明日への提言  P.58

1 働き方改善に資する政策

生活者の政策Ⅳ

具体的政策項目

● 地方分権について 明日への提言  P.68〜69

2 一般税制

1 社会保障と税の一体改革

具体的政策項目

● 医療政策
● 介護・高齢者福祉政策
● 障がい者政策
● 子ども・子育て支援政策
● 年金政策

明日への提言  P.62

明日への提言  P.62〜63

明日への提言  P.63

明日への提言  P.63

明日への提言  P.64
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